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川崎市⼀般廃棄物処理基本計画 〜第３期⾏動計画〜 （案） 【概要】

（２）進捗状況
○第２期⾏動計画期間（H30〜R3）における目標（基本計画の目標を達成するための中間目標）

【基準年度】 【R2現在】 【目標値】
(H28(2016))  (R2(2020))  (R3(2021))

【目標１】１人１日あたりの
普通ごみ排出量※ を36g削減

【目標２】家庭系の資源化率32% 27.7% ⇒   25.8% 32.0%
【目標３】ごみ焼却量を2.2万ｔ削減

※ ごみ全体のうち家庭から週2回排出される普通ごみ量

（１）主な取組状況
基本施策１︓『環境市⺠』をめざした取組

出前ごみスクール、ごみゼロカフェの開催 など
基本施策２︓ごみの減量化・資源化に向けた取組

エコショップの認定、⾷べきり協⼒店制度 など
基本施策３︓廃棄物処理体制の確⽴に向けた取組

災害時における安全・安⼼な廃棄物処理体制の確保 など
基本施策４︓健康的で快適な⽣活環境づくりの取組

ふれあい収集の実施、⼀時多量ごみ制度の確⽴ など
基本施策５︓低炭素社会・⾃然共⽣社会をめざした取組

処理センターにおける廃棄物発電の実施 など

〇 基本理念 地球環境にやさしい持続可能なまちの実現をめざして
〇 基本方針 ①社会状況の変化等に的確に対応し、限りなくごみをつくら

ない社会を実現する
②市⺠・事業者・⾏政の協働により“エコ暮らし”を実践し、

さらに３Ｒを推進する
③安⼼して健康に暮らせる快適な生活環境を守る

〇 計画期間（H28（2016）〜R7（2025）)【10年間】
基本計画の実効性を確保するため、2年〜4年間を計画期間
とした⾏動計画を定める。

年度 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

計画期間 １期 ２期 ３期

１⼈１⽇あたりの普通ごみ排出量 ⇒ 新型コロナウイルス感染症の影響等により増加
家庭系の資源化率 ⇒ ペーパーレス化等による紙資源物の収集量減少
ごみ焼却量 ⇒ 新型コロナウイルス感染症の影響等により家庭系が増加、事業系が減少

【⾏動計画目標３】及び【⼈⼝】推移グラフ

⾏動計画目標３
(基本計画目標２)

⼈⼝

１ 川崎市⼀般廃棄物処理基本計画の概要 本編.P1〜2

目標① １人１日あたりのごみ排出量を10%削減
（H26（2014））998g ⇒ （R7（2025））898g
目標② 年間のごみ焼却量を４万ｔ削減
（H26（2014）） 37万t ⇒ （R7（2025）） 33万t

第２期⾏動計画の取組と進捗状況 本編.P3〜12２

【⾏動計画目標１】・【基本計画目標１】及び
【⾏動計画目標２】推移グラフ

⾏動計画目標２

⾏動計画目標１

947g 933g 916g 905g 901g

基本計画目標１

898g

〇 基本計画目標

443g    ⇒     447g 407g

36.6万t  ⇒   35.8万t 34.4万t

基本計画策定
当時の目標値

（１）国内外の動向
○第四次循環型社会形成推進基本計画 （2018年 閣議決定）
○プラスチック資源循環戦略 策定 （2019年5⽉）
○（G20）⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン表明 （2019年6⽉）
○プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 成⽴ （2021年6⽉）
※国⺠のライフスタイルの変化等によるごみ排出動向への影響を注視することが必要

（２）川崎市の状況
○今後も当⾯⾒込まれる人⼝増加（2030年に160.3万人） →⾼齢化の更なる進⾏
○「SDGs未来都市」に選定 （2019年7⽉）

（３）脱炭素化に向けて
○脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ２０５０」 策定 （2020年11⽉）
○川崎市プラスチック資源循環への対応⽅針 策定 （2020年11⽉）

→2050年の脱炭素社会の実現を目指し、廃棄物分野も温室効果ガス排出量の⼤幅な削減が必要

社会状況の変化等 本編.13〜17３

・市役所が排出する温室効果ガスの約４割が廃棄物焼却由来であり、川崎市地球温暖化対策推進基本計
画（2022.3改定予定）を踏まえ、廃棄物焼却由来の温室効果ガスを2030年度までに2013年度⽐
24％削減が目標

・2013年度⽐24％削減の為には、廃棄物焼却由来の温室効果ガスを2020年度実績(17万t-CO2)から
4.9万t-CO2削減することが必要

・廃棄物焼却由来の温室効果ガスのうち約８割がプラスチックごみ焼却由来であり、 4.9万t-CO2削減
に向けてはプラスチック資源循環の取組の加速化が必要

・具体的な指標として「プラスチック製容器包装」については、今後の⼈⼝動態、ごみ排出量の予測等
を踏まえ、令和12年度までに分別率60％にしていくことが必要

⇒第３期⾏動計画の期間内においても2030年度を⾒据えた目標の設定が必要
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第３期⾏動計画の策定について 本編.P18４

計画期間 本編.P18５

第３期⾏動計画の目標及び指標等 本編.P19〜22６

（１）目標
第３期⾏動計画は、基本計画における最終の⾏動計画となり、基本計画の目標を達成

めざすことから、第３期⾏動計画の目標は基本計画の目標と同項目とし、第２期⾏動計
画の進捗状況等や脱炭素化の視点も取り入れた目標を新たに設定するものとします。

（２）策定における視点

R4（2022）年度からR7（2025）年度までの４年間

※これまで第２期⾏動計画において目標としてきた「1⼈1⽇あたりの普通ごみ排出
量」と「家庭系の資源化率」は重点施策の参考指標として取組の進捗管理に活⽤

【R2(2020)】【R7(2025)】
【強化】目標１ １人１日あたりのごみ排出量を28g削減 901ｇ ⇒  873ｇ
【継続】目標２ ごみ焼却量を2.8万t削減 35.8万t  ⇒ 33.0万t
【新規】目標３ プラスチック製容器包装の分別率45％ 37.8%  ⇒ 45.0％

（２）定性的指標（目指すべき到達点）
○超⾼齢社会への対応

⾼齢者が安⼼して暮らし続けられるまちの実現に向け、ふれあい収集を必要とする
⽅に適切に認知・実施されるとともに「みまもり」による地域等との連携強化

○災害への対応
⾮常時における処理体制を確保するため、他都市や⺠間事業者等との連携を図るとと
もに、平常時から発災時の分別⽅法への理解を⾼めることで⽇頃の防災に対する備え
や意識の向上

○有害廃棄物・処理困難物への対応
市⺠が処分できず⾃宅で保管するなどの状況を改善し、適正処理体制の構築

○環境美化向上の対応
環境先進都市としての魅⼒の向上や、市⺠の環境意識の向上

重点施策 本編.P26〜39７
（１）基本施策Ⅰ 「環境市⺠」をめざした取組

 廃棄物発電事業等の余熱利⽤の推進
 廃棄物発電の新たな活⽤法の検討

（２）基本施策Ⅱ ごみの減量化・資源化に向けた取組

 幼児・低年齢層への普及促進
 ICTを活⽤した環境教育・環境学習の充実
 多様な市⺠への普及促進
 多様な媒体を活⽤した情報提供

 多様な市⺠に向けた資源物とごみの分け⽅
・出し⽅の効果的な情報提供組の推進

 災害発生時の分別⽅法の周知
 廃棄物減量指導員等との連携強化
 ごみゼロカフェなど市⺠参加の取組の推進

 分別率向上・減量化に向けた取組の推進
 製品の適正包装の推進
 拠点回収・店頭回収の推進
 資源集団回収事業の充実
 プラスチックごみ削減の推進
 脱炭素モデル地区「脱炭素アクション

みぞのくち」等を活⽤した取組の推進

 プラスチック製品のリサイクルの推進
 事業系資源物のリサイクルルートの推進
 ３きり運動の推進
 生ごみの減量化・リサイクルに係る取組

の推進
 家庭系⾷品ロス対策等の推進
 事業系⾷品ロス対策等の推進

（３）基本施策Ⅲ 廃棄物処理体制の確⽴に向けた取組
 有害廃棄物・処理困難物への取組
 災害時における安全・安⼼な廃棄物処理

体制の確保
 安定的な処理体制の運営

 橘処理センターの建替
 堤根処理センターの建替
 資源化処理施設の整備等
 ⺠間活⼒の導入を含めた公共と⺠間の

役割分担の検討
（４）基本施策Ⅳ 健康的で快適な⽣活環境づくりの取組

 不適正排出指導等の徹底
 持ち去り対策の強化
 搬入禁止物の混入防止

 まちの環境美化
 各種普及啓発キャンペーンの実施
 ごみ相談窓⼝の充実
 超⾼齢社会を⾒据えたふれあい収集等

の推進
（５）基本施策Ⅴ 脱炭素社会・⾃然共⽣社会をめざした取組

○環境負荷の少ない２Ｒ（リデュース・リユース）を基調とした循環型社会の構築
○資源循環・脱炭素・⾃然共生の統合的な取組の推進による持続可能な社会の構築
○良好な生活環境・まちの美化向上をめざす体制の構築
○効果的、効率的な事業執⾏体制の構築
○社会状況の変化等を⾒据えた対応

＜プラスチック資源循環＞

施策の方向性
○プラスチックごみの発生抑制
○プラスチック製容器包装の分別率向上
○プラスチック製品の⼀括収集に向けた取組

取組の内容
○広報内容の変更や、ナッジの活⽤による市⺠の⾏動変容を促す取組
○マイバッグ、マイボトルの利⽤促進（給⽔スポットの導入実証含む）
○プラスチック製の容器包装と製品の⼀括収集（実証事業や先⾏実施に向けた取組）
○環境産業等と連携した取組の推進

（１）策定の背景
○第２期⾏動計画の後継計画の策定
○⼈⼝増加や生活様式の変化等に伴うごみの排出動向の変化への対応
○取組の強化によるごみ焼却量の削減が必要
○超⾼齢社会の到来や⼤規模災害への対応などの市⺠ニーズに応え対応していくこと

が必要
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基本施策（基本計画） 具体的施策（第３期行動計画）

重
点
施
策

脱
炭
素

定
性
的
指
標

エ
コ
暮
ら
し

Ⅰ 「環境市

民」をめ

ざした取

組

(1) 環境教育・環

境学習の推進

① 幼児・低年齢層への普及促進 ★ ●

② ICTを活用した環境教育・環境学習の充実 ★

③ 多様な市民への普及促進 ★ ●

④ 普及啓発拠点等を活用した啓発活動の充実 ●

⑤ イベント等に関する啓発活動の充実 ● ●

(2) 情報共有の推

進

① 多様な媒体を活用した情報提供 ★ ●

② 多様な市民に向けた資源物とごみの分け方・出し方の効果的

な情報提供
★ ●

③ 災害発生時の分別方法の周知 ★ ●

(3) 市民参加の促

進

① 廃棄物減量指導員等との連携強化 ★ ●

② 地域環境リーダーの育成 ●

③ ごみゼロカフェなど市民参加の取組の推進 ★ ●

④ 環境功労者の表彰 ●

Ⅱ ごみの減

量化・資

源化に向

けた取組

(1) 家庭系ごみの

減量化・資源化

① 分別率向上・減量化に向けた取組の推進 ★ ● ●

② 製品の適正包装の推進 ★ ● ●

③ 拠点回収・店頭回収の推進 ★ ● ●

④ 資源集団回収事業の充実 ★ ● ●

⑤ プラスチックごみ削減の推進 ★ ● ●

⑥ 脱炭素モデル地区「脱炭素アクションみぞのくち」等を活用した

取組の推進
★ ● ●

⑦ プラスチック製品のリサイクルの推進 ★ ● ●

(2) 事業系ごみの

減量化・資源化

① ３Rに取り組む店舗等に係る認定制度の普及 ● ●

② 事業系ごみの減量化等に向けた広報の充実と指導の徹底 ● ●

③ 事業系資源物のリサイクルルートの推進 ★ ● ●

(3) 市の率先した

ごみの減量化・

資源化

① 市庁舎等におけるごみ減量化運動の推進 ● ●

② グリーン購入の促進 ● ●

(4) 生ごみの減量

化・資源化

① ３きり運動の推進 ★ ● ●

② 生ごみの減量化・リサイクルに係る取組の推進 ★ ● ●

③ 学校給食における生ごみリサイクルの推進 ● ●

④ 家庭系食品ロス対策等の推進 ★ ● ●

⑤ 事業系食品ロス対策等の推進 ★ ● ●

基本施策（基本計画） 具体的施策（第３期行動計画）

重
点
施
策

脱
炭
素

定
性
的
指
標

エ
コ
暮
ら
し

Ⅲ 廃棄物処

理体制の

確立に向

けた取組

(1) 安全・安心な処理体制

の確立

① 廃棄物処理技術の研究と技能の継承

② ごみ焼却灰（埋立灰）及び埋立処分場の適切な管理

③ 有害廃棄物・処理困難物への取組 ★ ●

④ 廃棄物処理施設等の補修・整備

⑤ 災害時における安全・安心な廃棄物処理体制の確保 ★ ●

(2) ３処理センター体制の安

定的な運営

① 安定的な処理体制の運営 ★

② 橘処理センターの建替 ★ ●

③ 堤根処理センターの建替 ★ ●

④ 資源化処理施設の整備等 ★ ●

(3) 効果的・効率的な処理

体制の構築

① 計画のフォローアップ等

② 効果的な経済手法の研究

③ 民間活力の導入を含めた公共と民間の役割分担の検討 ★

Ⅳ 健康的で

快適な生

活環境づく

りの取組

(1) まちの美化促進
① まちの環境美化 ★ ● ●

② 各種普及啓発キャンペーンの実施 ★ ● ●

(2) 市民ニーズに対応した

取組の推進

① ごみ相談窓口の充実 ★ ●

② 超高齢社会を見据えたふれあい収集等の推進 ★ ●

③ 市民ニーズに対応したごみ収集

(3) 不適正排出対策等の取

組

① 不法投棄対策の実施

② 不適正排出指導等の徹底 ★

③ 資源物の持ち去り対策の強化 ★

④ 搬入禁止物の混入防止 ★

Ⅴ 脱炭素社

会・自然共

生社会を

めざした取

組

(1) エネルギー資源の効果

的な活用

① 廃棄物発電事業等の余熱利用の推進 ★ ●

② 廃棄物発電の新たな活用法の検討 ★ ●

③ バイオマス資源の利用促進に向けた調査・研究 ●

(2) 脱炭素・自然共生をめざ

した資源の有効利用

① 様々な地域活動団体等と連携した取組の推進 ● ●

再掲【Ⅱ(1)①～⑦、(2)①～③、(3)①～②、(4)①～⑤、Ⅲ(2)②～③、

Ⅴ(1)①～③、(2)①、(3)①～②、(4)①～②、④】

(3) 環境に配慮した処理体

制の構築

① 環境にやさしい輸送システムの構築 ●

② 環境マネジメントシステムを活用した処理センターの運営 ●

③ 埋立処分場延命化の研究

(4) 蓄積された環境技術等

を活かした取組

① 環境に配慮した製品の開発促進に向けた環境づくり ●

② 環境産業との連携等 ●

③ 国際貢献の推進

④ 低ＣＯ２川崎ブランドの推進 ● ●

計画の体系 本編.P23〜25、P40〜50８

計画の推進・管理 本編.P51９

（１）計画の進⾏管理
「計画（Plan）・実⾏（Do）・評価（Check）・改善（Action）」に基づく、効率

的な点検の実施とその評価結果の取組への反映による進⾏管理の実施
（２）計画の進捗状況の公表

川崎市環境審議会への報告やホームページでの公表の実施

今後のスケジュール10

令和３年１１⽉２５⽇ 環境委員会報告
１１⽉２６⽇ パブリックコメント開始
１２⽉ ９⽇ 市⺠説明会
１２⽉２７⽇ パブリックコメント終了

令和４年 ３⽉ 計画策定 ⇒ 環境委員会報告
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 総論 

 川崎市⼀般廃棄物処理基本計画の概要     

  基本理念 

本市は、154 万人の人口を抱える大都市であり、環境意識の高

い市民・事業者が多く、「環境市民」として、多様な取組を地域

で率先して行っています。 
今後も、資源循環・脱炭素・自然共生の統合的な取組を推進

し、市民・事業者と協働して環境問題を改善することで、ひいて

は、市域内にとどまらず、日本そして地球環境全体の保全に貢献

するため、日本のトップランナーとして率先して取り組んでいき

ます。 
 

  基本⽅針 

本市で引き続き見込まれる人口増加や将来的な人口減少・少子高齢化、災害対策の強化などの

社会状況の変化等に対しても的確に対応しながら、ものを大切に有効活用することによって、ご

みを発生させないライフスタイルを追及し、また、それを実践することによって、限りなくごみ

をつくらない社会の実現を目指していきます。 

 一人ひとりが、地球環境の状況を考え、それぞれが市民生活や事業活動の中で、循環を基調と

した生活の質の高さと環境の保全を両立させたライフスタイルである“エコ暮らし”を実践し、

それを習慣化させる取組を推進していきます。 

 地域の生活環境を守り、安心して暮らせるまちをつくるため、市民が健康的で快適な生活を送

ることのできるライフラインとして、安全・安心な処理体制を確保し、適正に廃棄物の処理を行

っていきます。 

１ 社会状況の変化等に的確に対応し、限りなくごみをつくらない社会を実現します 

２ 市民・事業者・行政の協働により“エコ暮らし”を実践し、さらに３Ｒを推進します 

３ 安心して健康に暮らせる快適な生活環境を守ります 

地球環境にやさしい持続可能なまちの実現をめざして 

図 1-1 「エコ暮らし」なライフスタイルへの転換 
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  計画期間 

基本計画の期間は、平成 28(2016)年度から令和７（2025）年度までの 10 年間とします。 
ただし、大きな社会状況の変化等があった場合には、計画期間の途中に見直しを行います。 

  基本計画の目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【目標１】１人１日あたりのごみ排出量を 10％削減する（998g⇒898g） 

※ごみ排出量とは、一般家庭か

ら排出されるごみ（普通ごみ・

粗大ごみ・資源物・資源集団

回収）、事業者から排出され

るごみ（事業系焼却ごみ・事

業系資源物）、道路清掃ごみ

の合計 

グラフ 1-1 1 人 1 日あたりのごみ排出量 

【目標２】ごみ焼却量を４万トン削減する（37 万㌧⇒33 万㌧） 
               （家庭系２万㌧削減、事業系２万㌧削減） 

グラフ 1-2 ごみ焼却量 

● 基本計画と行動計画の位置付け 

基本計画の目標達成に向け、行動計画において具体的施策を定め、中間目標を設定 

 

 第１期（２年間）66 の具体的施策 
・目標１：１人１日あたりの普通ごみ排出量 

を 15g 削減 

・目標２：家庭系の資源化率 30％ 

・目標３：ごみ焼却量を 1 万㌧削減 

第２期（４年間）66 の具体的施策 
・目標１：１人１日あたりの普通ごみ排出量 

を 36g 削減 

・目標２：家庭系の資源化率 32％ 

・目標３：ごみ焼却量を 2.2 万㌧削減 

第３期 

４年間 

今回策定 
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 第２期⾏動計画の取組と進捗状況 
第２期行動計画（計画期間：平成 30（2018）年度から令和３（2021）年度まで）の取組と進

捗状況は次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 

 主な取組状況 
 

 

  地球環境に配慮した生活を送る「環境市民」を目指し、市民・事業者・行政が協働・連携

し、環境配慮行動「エコ暮らし」の実践を図りました。 
  幼稚園、小学校等へ副読本などの教材を配布するとともに、エコ暮らし環境館での環境教室

などを通じて環境教育・環境学習の場の提供をしました。 
  市民や事業者などの多様な主体がごみ減量について意見交換する「ごみゼロカフェ」の開

催、市（区）廃棄物減量指導員連絡協議会の開催を通じて市民参加の促進を図りました。 
  年間 10 万人を超える転入者に対して、区役所等で「資源物とごみの分け方・出し方」のリ

ーフレットを配布して普及啓発を行うとともに、市内大学や不動産業界に対してチラシの配

布依頼など、ターゲットを絞った広報を実施しました。 
  災害時のごみの分別排出方法等について、災害廃棄物処理ハンドブックの作成や平時から市

民への周知を実施しました。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により減少 

 

 

 

基本施策Ⅰ 「環境市民」をめざした取組 

●第２期行動計画 平成 30（2018）年度～令和３（2021）年度 
◎目標 

    １）１人１日あたりの普通ごみ排出量 36g 削減（443ｇ⇒ 407ｇ） 
    ２）家庭系の資源化率 32%（28％⇒ 32％） 
    ３）ごみ焼却量 2.2 万㌧削減（36.6 万㌧⇒ 34.4 万㌧） 
 ◎指標 
    社会状況の変化に即した、質の高い市民サービスの提供に向けた指標を設定 
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  より一層のごみの減量化・資源化を図るため、２R（リデュース・リユース）に重点を置

き、やむを得ず出るごみの中で資源化できるものはリサイクルしてきました。 
  資源物の拠点回収、店頭回収の取組の推進、衣料品の店頭回収等を行っている事業者をエコ

ショップ等に認定して市ホームページで公表しました。 
  ミックスペーパー・プラスチック製容器包装分別率向上のため、広報内容の変更に向けた実

証事業を行いました。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により減少 

 
 
  資源物にならないごみを適正に処理するとともに、市民生活のライフラインとして３処理セ

ンター体制の安定的な運用を図りました。 
  旧川崎生活環境事業所の機能を、南部生活環境事業所と中原生活環境事業所に統合する４生

活環境事業所体制へ移行し、生活環境事業所の機能強化を実施しました。 
  幸区、中原区、高津区、宮前区の大規模集合住宅等の一部地域における普通ごみ等収集運搬

業務と、浮島処理センターの夜間運転監視等業務の民間委託を実施しました。 
  有害廃棄物を対象としたモデル回収の実態調査の実施や、災害時における安全・安心な廃棄

物処理体制の確保に向けた取組の実施、公共と民間の役割分担の検討などを実施しました。 
 

 
 

 

  廃棄物処理事業の基盤である生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努め、市民が健康的で快

適な日々の生活が過ごせるよう、安全・安心な生活環境づくりや、地域課題解決のため、市

民・事業者・行政が協働した取組を行いました。 

基本施策Ⅱ ごみの減量化・資源化に向けた取組 

基本施策Ⅲ 廃棄物処理体制の確立に向けた取組 

基本施策Ⅳ 健康的で快適な生活環境づくりの取組 
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  一時的に多量に排出される家庭系ごみの収集制度の確立、各処理センターに搬入される事業

系一般廃棄物に対する内容審査等を実施しました。 
 

 

 

 

  資源循環に加えて、「低炭素※」・「自然共生」の視点を持った総合的な取組を実施し、温

室効果ガスの削減に取り組みました。 
  処理センターを安定的に稼働して廃棄物発電を行い、所内電力に活用するとともに、令和元

（2019）年７月からは自己託送の範囲を 12 の市公共施設へと拡大し、余剰電力は売却して

温室効果ガスの削減に貢献しました。 
※第２期行動計画までは低炭素社会をめざした取組を推進していました 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

基本施策Ⅴ 低炭素社会・自然共生社会をめざした取組 

コラム１ 電力の一括契約って何だろう？ 

 

○ 市のごみ焼却処理施設で発電した電力（売電）と、市の公共施設で使用した電力（買電）を一括

して契約することです。これにより、市が自ら発電した電気を、市の公共施設で自ら使用する

「エネルギーの地産地消」が期待されます。 

  【メモ】送電線は一般電気事業者（東電等）の設備を利用 
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 進捗状況 
ごみの総排出量の削減、１人１日あたりのごみ排出量の削減、資源化の推進等の進捗状況は

次のとおりです。 

  ごみ総排出量の削減 

 

 
 本市は平成 26（2014）年度から令和２（2020）年度にかけて人口が約８万人（約５%）増加

しているため、通常であればごみ総排出量も増加しますが、3R（リデュース、リユース、リサ

イクル）施策の取組を市民・事業者と協働で進めていくことにより、１人１日あたりのごみ排出

量が削減され、ごみの総排出量は 53.2 万 t から約 2.6 万 t（約５%）減少しています。ただし、

近年（直近３か年）においては横ばいの状況となっています。 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

グラフ 1-3 ごみ総排出量と人口の推移 

コラム２ ３R 推進キャラクター「かわるん」 

 

 

 

 

 

川崎市の３R 推進キャラクターとして平成 25（2013）年３月に誕生

しました。「かわるん」は、かわさきの「かわ」と「３R」を掛け合わ

せたもので、ごみが資源に「かわ」る、ライフスタイルが「かわ」

る、さらには川崎市が循環型のまちに「かわ」るという願いが込めら

れています。 

　14



  第１章 総論 第２期行動計画の取組と進捗状況 

- 7 - 

 
 
 
 

  １⼈１⽇あたりのごみ排出量の削減 

 

 
 
 １人１日あたりのごみ排出量は、平成 26（2014）年度に 998g ありましたが、令和２

（2020）年度には 901ｇと 100ｇ近く発生抑制され、基本計画の目標達成間近となっています。

令和２（2020）年度の１人１日あたりのごみ排出量は、基本計画策定当時の想定と比べると資

源物の量が少ないものの、リサイクルよりも環境負荷が少ない２R（リデュース・リユース）が

進むことで１人１日あたりのごみ排出量が抑制されたと考えられ、ごみを出さないという観点で

はより望ましい結果となっています。一方、「１人１日あたりの普通ごみ排出量」は、これまで

減少傾向でしたが、新型コロナウイルス感染症への対策としての外出自粛やテレワーク等による

在宅時間の増加に伴い、令和２（2020）年度の排出量は増加しました（新型コロナウイルス感

染症によるごみの排出動向への影響は P12「コラム４」を参照。）。 
 

 

 

  

グラフ 1-4 １人 1 日あたりのごみ排出量の推移 

「普通ごみ」は 

第２期行動計画の目標 

基本計画策定当時 
の目標値 
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  資源化の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 近年の資源化率は低下傾向にあります。その要因として、ミックスペーパーや紙類の資源集団

回収による紙資源物の収集量が顕著に下がっていることがあります。収集量が減っている背景に

は、インターネットニュースの普及による新聞購読等の減少や印刷用紙の需要減少などペーパー

レス化が進んでいることが考えられます。なお、ペーパーレス化は資源化率減少の要因になりま

すが、ごみの発生抑制の視点から見れば望ましいことでもあります。また、段ボールについては

資源集団回収による回収量が増える一方で、焼却ごみへの混入量も増えている状況です。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グラフ 1-5 資源化量（率）の推移 

グラフ 1-8 ミックスペーパー・プラスチック製容器包装収集量（分別率）の推移 

【家庭系資源物】 
・資源集団回収 

（段ボール・古紙等） 
・空き缶 
・空きびん 
・ペットボトル 
・プラスチック製容器包装 
・ミックスペーパー 
・小物金属 

など 

「家庭系資源化率」は 

第２期行動計画の目標 

グラフ 1-6 １世帯あたりの新聞発行部数【全国】 

（日本新聞協会のデータより本市作成） 

 

グラフ 1-7 印刷・情報用紙※国内需要【全国】 

（日本製紙連合のデータより本市作成） 
※書籍や雑誌の印刷、コピー用紙などに向いている用紙のこと 
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コラム３ プラスチックごみの分類 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、家庭系資源物のうち、平成 22（2010）年度からミックスペーパー、平成 25（2013）

年度からプラスチック製容器包装の分別収集を全市で開始しました。プラスチック製容器包装の

収集量は年々増加傾向にありますが、ミックスペーパーは前述のとおり減少傾向にあります。ま

た、普通ごみ組成調査結果から分別率を算出すると、それぞれ 30％台で推移しており、分別率

が高いとは言えない状況にあります。 
 ペットボトルを除いたプラスチックごみ全体（コラム３参照）は、平成 26（2014）年度は

4.4 万 t でしたが、令和２（2020）年度には 5.4 万ｔと増加傾向にあり、その中でも、プラスチ

ック製品の焼却量は平成 26（2014）年度から令和２（2020）年度にかけて 0.8 万ｔから 1.6 万

ｔへと増加していると推計されます。脱炭素化に向けては、プラスチック製容器包装の減量化・

資源化の取組を進めるとともに、プラスチック製品への対応も必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

グラフ 1-9 本市のプラスチック製容器包装の収集量と焼却量及びプラスチック製品の焼却量 

プラスチック 
ごみ 

①ペットボトル 

プラスチック 
製容器包装 

②プラスチック製容器包装

（ペットボトル除く） 

③ワンウェイ 
プラスチック製品 

ワ
ン
ウ
ェ
イ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク プラスチック 

製品 

④その他 
プラスチック製品 

 ※事業系のプラスチックごみは産業廃棄物   図１-２ 家庭から排出されるプラスチックごみの分類イメージ 

いわゆる「プラスチックごみ」は上図のとおり分類され、このうち、川崎市で分別収集して

いるのは、「①ペットボトル」と「②プラスチック製容器包装」です。 
現在、「③ワンウェイプラスチック製品」や「④その他プラスチック製品」は「普通ごみ」

として収集し焼却処分していますが、これらは、普通ごみの組成調査から推定すると平成 26
（2014）年から令和２（2020）年にかけて約８千 t ほど増えていると考えられますので、温室

効果ガス削減のためにも対応が必要です。 

 

容器包装リサイクル法で対
象とされた「容器包装」中
身を出せば不要となるもの 
例）弁当・マヨネーズの容
器など 

 

法律等での規定はなく、一
度使用した後に廃棄するこ
とが想定されるプラスチッ
ク製品 
例）使い捨てストローなど 

 例）ポリバケツなど 
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  ごみ焼却量の削減 

 
 ごみ焼却量は目標設定基準年度（平成 28（2016）年度）から減少しているものの、直近３か

年については、横ばいの状況となっています。これは、将来人口推計を上回る人口増加や、令和

元年度東日本台風による被災、新型コロナウイルス感染症の影響によるものです。 
 

  ごみ処理費⽤ 

 
 
 本市は、資源物やごみ収集運搬業務、また廃棄物処理施設の委託など民間事業者の活用等によ

り、効果的・効率的な廃棄物処理体制を構築してきました。一方で、人件費や資機材の高騰等の

外的要因により直近３か年のごみ処理費用は 140 億円前後で推移しています。今後、焼却場の建

替え等に伴い、ごみ処理費用が更に上昇することが見込まれることから、引き続き効果的・効率

的に事業を進めていくことが必要です。 
 

グラフ 1-11 ごみ処理原価の推移 

グラフ 1-10 ごみ焼却量の推移 

「ごみ焼却量」は 

第２期行動計画の目標 
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  目標の進捗状況 

行動計画では、基本計画の目標達成に向けた中間目標を設定しています。第２期行動計画では

３つの目標等を掲げており、目標の達成見込みについて整理します。 
 
 

 基準値 実績値 目標値 達成 
見込 第２期行動計画（計画期間:H30～R3） H28 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

【ごみの発生抑制の推進】 
①1 人 1 日あたりの普通ごみ排出量 443ｇ 432ｇ 429ｇ 447ｇ 407ｇ × 
【リサイクルの推進】 
②家庭系の資源化率 27.7％ 26.6％ 26.2％ 25.8％ 32.0％ × 
【ごみ焼却量の削減】 
③ごみ焼却量 36.6 万 t 35.6 万 t 35.6 万 t 35.8 万 t 34.4 万 t × 
基本計画（計画期間:H28～R7） H26 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R7 年度  
【ごみの発生抑制の推進】 
④1 人 1 日あたりのごみ排出量 998ｇ 916ｇ 905ｇ 901ｇ 898ｇ 〇 

 
 
 
第２期行動計画の目標の進捗状況について、①「１人１日あたりの普通ごみ排出量」は、令和

元年東日本台風による影響があった中でも、減少傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染

症によるごみ排出動向の変化などにより令和２（2020）年度は増加しました。②「家庭系の資

源化率」は減少傾向にありますが、この対象品目（資源物）には、空き缶、ペットボトル、空き

びんなど、約９割以上の分別率となっているものもあれば、ミックスペーパー、プラスチック製

容器包装では３割～４割程度となっており、これら分別率の低い対象品目に焦点を当てて取組を

進めていくことが必要です。③「ごみ焼却量」は、直近３か年、横ばいで推移しており、計画ど

おりに削減ができていない状況です。令和２（2020）年度については新型コロナウイルス感染

症による影響等から、家庭系ごみ焼却量が増加し、事業系ごみ焼却量が減少するといったごみの

排出動向等に大きな変化が生じています。 
一方、基本計画の目標である④「１人１日あたりのごみ排出量」は、898ｇの目標達成間近と

なっています。なお、環境省の「一般廃棄物処理事業実態調査1」においては、平成 29(2017)年
度から令和元（2019）年度まで３年連続政令指定都市最少を達成するなど、着実なごみの減量

化を進めています。 
基本計画の目標である「１人１日あたりのごみ排出量 898ｇ」は、同じく基本計画の目標であ

る「ごみ焼却量 33 万ｔ」を達成するための目標です。基本計画策定（平成 26（2014）年度）

以降、人口増加やライフスタイルの変化、ペーパーレス化の進行、新型コロナウイルス感染症に

よるごみ排出動向の変化など社会状況が変化していく中、「ごみ焼却量 33 万 t」を目指してい

くには、更なるごみの減量化・資源化を進めていくことにより「１人１日あたりのごみ排出量」

を、898ｇから更に削減していくことが必要です。 
  

                                                 
1 環境省「一般廃棄物処理事業実態調査（毎年度公表）」 

基
本
計
画
の
目
標
達
成 

の
た
め
の
中
間
目
標 

※目標達成が見込まれるものは「〇」、困難な状況にあるものは「×」 

※基本計画の目標「ごみ焼却量 33 万 t」は第２期行動計画目標③と同項目のため省略 

表 1-１ 第２期行動計画及び基本計画の目標値と実績値の状況 
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コラム４ 新型コロナウイルス感染症に伴うごみ排出動向への影響 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症は、日本では令和２（2020）年１月 15 日に国内の感染者が初

めて確認されて以降感染拡大し、同年４月７日に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪

府、兵庫県、福岡県の７都府県を対象に緊急事態宣言が国から発出（同日から実施区域に指

定）され、不要不急の外出自粛、学校や映画館、飲食店などへの休業要請、テレワークなど

の推進、イベント開催の制限や中止など、市民生活は大きく変化しました。一時は対象地域

が全国に拡大されましたが、医療体制の整備状況等を総合的に判断し、同宣言は５月 25 日

に解除されました。その後、再び感染者が増加したことから、神奈川県内については、２回

目の緊急事態宣言（令和３（2021）年１月７日発出）が１月８日から３月 21 日までの期間

で、同年４月 20 日からは川崎市、横浜市、相模原市に対してまん延防止等重点措置が適用

（４月 28 日から適時措置区域の追加、７月 22 日からは県内全域に拡大）され、３回目の緊

急事態宣言は８月２日から８月 31 日までの期間で神奈川県全域が対象区域となり、その後

延長されました。 

このような状況の中、新型コロナウイルス感染症への対策としてテレワークの実施による

在宅時間の増加、テイクアウト・デリバリーの活用等によって、令和２（2020）年度では、

普通ごみ・プラスチック製容器包装をはじめ、ほとんどの家庭系ごみの排出量が増加するな

ど、排出動向が変化しています。一方、外出自粛や、イベントの開催制限、営業時間の短縮

要請などによる事業活動の変化に伴い事業系ごみの減少などの影響が出ています。 
第３期行動計画においては、これら生活様式の転換に伴うごみ排出動向の変化も的確に把

握し、対応していく必要があります。 

表 1-２ ごみの排出動向 

コラム５ 家庭系資源化率と分別率 

○資源化率＝
資源物（全体）の分別収集量

資源物（全体）の分別収集量+普通ごみ量 +粗大ごみ量等
 

○分別率＝
資源物の分別収集量

資源物の分別収集量+資源物の焼却量（推計）
 

家庭系資源化率は、家庭から排出されたごみ総量に対する資源物全体の割合です。一方、

分別率は、個別の資源物（プラスチック製容器包装など）が資源として収集された割合で

す。分別率の計算の方法は、個別の資源物の収集量を分子に、分母は収集量と焼却量（普通

ごみの中のプラスチック製容器包装などの混入量）を足し合わせて計算します。焼却量は、

普通ごみ組成調査（サンプル調査）の結果を基に算出しています。算出にあたっては、一時

的な要因による変動を抑制するため、統計的手法を用いています。 
 

種別 普通ごみ 缶・ペットボトル 空きびん プラスチック製容器包装 ミックスペーパー 粗大ごみ 小物金属 事業系焼却ごみ

令和元年度 240,520ｔ 12,023ｔ 10,379ｔ 13,170ｔ 11,409ｔ 11,118ｔ 4,342ｔ 105,567ｔ 
令和２年度 250,897ｔ 13,121ｔ 11,395ｔ 14,288ｔ 10,356ｔ 12,841ｔ 4,656ｔ 94,981ｔ 

令和２年度/令和元年度 104% 109% 110% 108% 91% 115% 107% 90%
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 社会状況の変化等 

  国内外の動向 

平成 29(2017)年に中国政府が「外国ごみの輸入禁止と固形廃棄物輸入管理制度改革の実施計

画」を発表し、外国から環境への悪影響が大きいごみとして、廃プラスチック８品目等の輸入を

禁止する方針を打ち出しました。令和３（2021）年１月には「バーゼル条約」において、輸出

入を規制する対象物に「汚れたプラスチックごみ」が追加となり、こうしたことにより、国外で

の処理に頼っていた多くのプラスチックごみを日本国内で適正処理していくことが必要となって

きました。また、プラスチックごみを巡っては、令和元（2019）年に、国が「プラスチック資

源循環戦略」を策定し、令和 12（2030）年までに「プラスチック製容器包装の６割をリユース

またはリサイクルする」など６つのマイルストーンが設定されるとともに、G20 において「大阪

ブルー・オーシャン・ビジョン」が表明され、令和 32（2050）年までに海洋プラスチックごみ

による新たな汚染ゼロを目指すこととなりました。 
国内では、平成 30（2018）年に「第四次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定され、地

域循環共生圏の形成に向けた施策や、食品ロス削減の国民運動、海洋ごみ対策、小型家電の回

収・再資源化の促進、紙おむつのリサイクルなどの取組を進めるとしています。脱炭素化に向け

ては、令和３（2021）年４月の気候変動サミットで、温室効果ガス排出量を令和 12（2030）年

度に 46％削減（2013 年度比）することを内閣総理大臣が表明し、取組が加速化しています。ま

た、令和３（2021）年６月には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が国会

で成立し、プラスチックの資源循環の取組を強化していくこととされています。 
国民のライフスタイルの面では、近年「中食2」の市場規模が年々拡大していることや、新型

コロナウイルス感染症の影響等による生活様式が変化していく中での「巣ごもり消費3」の増加

などの変化が見られます。ライフスタイルの変化はごみの排出動向に影響してくるため、今後も

社会状況やごみの排出動向を注視し、対応を検討していく必要があります。 
このほか、気候変動に伴う大型台風の襲来等で発生する災害廃棄物の対策の検討なども引き続

き必要となっています。 
 

  川崎市の状況  

川崎市の人口は、平成 26（2014）年では政令市で第８位でしたが、武蔵小杉駅など主要駅周辺

の開発等による人口流入もあり、平成 29（2017）年には 150 万人を超え、令和元（2019）年に

は 153 万人を超え、政令市で第６位の都市となりました。日本全体では人口減少が進む中、今後

も当面の人口増加が見込まれており、令和３（2021）年に新たに発表した将来人口推計では、令

和 12（2030）年に 160.3 万人となりピークを迎え、以降、自然減が社会増を上回るかたちで人口

減少への転換が想定されるとともに、高齢化が更に進展していく見込みとなっています。 

                                                 
2 スーパー・コンビニエンスストア等の弁当や総菜や、外食店のデリバリー等、家庭外で調理・

加工されたものを購入して食べる形態の食事 
3 食品や家事用品の購入、インターネットを活用した購入など、自宅で過ごすための消費 
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 国は、SDGs4を平成 27（2015）年 9 月に採択しました。本市では、平成 31（2019)年 2 月に

SDGs 推進に関する基本的な方針として「川崎市持続可能な開発目標(SDGs)推進方針」を策定

しました。こうした中で SDGs 推進に関する本市の高いポテンシャルと達成に向けた提案が評価

され、令和元（2019）年度 7 月に国から「SDGs 未来都市」に選定されています。 
SDGs 未来都市として、国とも連携しながら提案内容を具体化し、実施する計画として「川崎

市 SDGs 未来都市計画」を策定しており、今後取り組む課題として、「川崎の強みである環境技

術を利活用しながら、市民・事業者など多様な主体の連携により、市域における温室効果ガス排

出量削減、ごみ減量化、資源循環などを一層推進」を挙げています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4 Sustainable Development Goals の略。国連で採択された「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」の中核をなす目標であり、17 のゴールと 169 のターゲットで構成 

表 1-３ 川崎市の将来人口推計 

項目 R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R12(2030) R22(2040) R32(2050)
将来推計

（H26発表）
150.4万人 150.6万人 150.8万人 151.1万人 151.8万人 151.6万人 152.2万人 149.2万人 142.2万人

将来推計

（H29発表）
153.7万人 154.4万人 155.1万人 155.8万人 156.6万人 157.3万人 158.6万人 156.7万人 150.8万人

新将来推計

（R3発表）
153.9万人 154.7万人 155.4万人 156.4万人 157.2万人 158.1万人 160.3万人 159.1万人 154.6万人

推計の差

(H26とR3)
3.5万人 4.1万人 4.6万人 5.3万人 5.4万人 6.5万人 8.1万人 9.9万人 12.4万人

基
本
計
画
策
定
時 

SDGs 

（2016～2030） 

内容：経済面・社会面・環境面 

対象：先進国・途上国全てが主体的に実施 

ﾘｵ＋20 

（2012） 

目的：SDGs の構成案や内容を

議論 

ﾃｰﾏ：環境・社会・経済の共

存「持続可能な開発」 

MDGs 

（2001～2015） 

内容：開発面（貧困・

教育・保険等） 

対象：先進国が途上国

を支援 

◆ コラム６ ＳＤＧｓについて 
 

 SDGs「Sustainable Development Goals」は、「持続可能な開発

目標」と訳され、国連ミレニアム開発目標（MDGs）の達成期限

以降の後継として、深刻化する環境課題などリオ＋20 での議論

を踏まえ、2015 年９月に国連で採択された「持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ」の中核をなす目標です。 

 

 SDGs は、17 のゴールと、169 のターゲットから構成されて

おり、食品ロス対策に関する目標は、「ゴール 12 持続可能な

生産消費形態の確保」の中のターゲット 12.3 に、「2030 年ま

でに小売・消費レベルにおける世界全体の一人あたりの食品廃

棄物を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンに

おける食品の損失を減少させる」ことが掲げられています。 

 

 また、ターゲット 12.5 では、「2030 年までに、予防、削減、

リサイクル、およびリユースにより廃棄物の排出量を大幅に削

減する」ことが掲げられています。 

 

 SDGs には法的拘束力は発生しませんが、日本政府を含めた

150 を超える加盟国首脳が参加した「国連持続可能な開発サミ

ット」において全会一致で採択した本アジェンダをもとに、各国

がその国の事情を踏まえた目標を設定し、諸目標を達成すべく

力を尽くします。 
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  脱炭素化に向けて 

地球の平均気温は、産業革命以前と比べると既に１℃程度上昇しており、日本では日最高気温

30℃以上の真夏日と 35℃以上の猛暑日の日数も増加傾向にあります。このまま気温が上昇する

と熱中症リスクや洪水・土砂災害の増加、農作物の栽培適地の変化や食料供給の不安定化のほ

か、感染症を媒介する蚊などの分布可能域が変化し感染症リスクが高まるとの予測もあります。

このように、地球温暖化は、私たちの生活にも影響を及ぼす問題です。 
地球温暖化の原因となる CO２等の温室効果ガスの排出量を見てみると、平成 30（2018）年度

の川崎市の市域全体での排出量は 2,259 万 t-CO2 で政令市最大となっており、そのなかでも川崎

市役所は市域内で７番目に多く排出している事業者となっています。市役所が排出する約 40 万

t-CO2 の温室効果ガスの約４割が廃棄物の焼却によるもので、その内の約８割がプラスチックご

みの焼却によるものであることから、市役所においても市民・事業者と協働して対応していくこ

とが必要となっています。 
 

世界各国及び国内において 2050 年の CO２排出実質ゼロの動きが加速する中、本市が脱炭素化

の取組を進めていくためのスタート地点として、脱炭素化に向けた目標や具体的な取組を定めた

戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ 2050」を令和２（2020）年 11 月に策定しました。ま

た、脱炭素戦略を踏まえた 2030 年の達成目標や脱炭素戦略をさらに加速させる取組等を位置付

けるため、「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」及び同実施計画を令和４（2022）年３月に

改定する予定です。 
 

近年プラスチックごみ等による海洋汚染問題やプラスチックごみの焼却処理に伴う温室効果ガ

スの排出が課題となっています。こうした背景を踏まえ、プラスチックごみを取り巻くこれらの

課題に総合的かつ迅速に取り組むため、令和２（2020）年 11 月に「川崎市プラスチック資源循

環への対応方針」を策定しました。方針では、循環型社会の実現や脱炭素化に向けたプラスチッ

クごみに関する基本的な考え方や当面の取組等について位置付けており、これらの内容につい

て、第３期行動計画への反映が必要となります。 
 

  

【基本的な考え方１】 

プラスチックごみの資源循環に加え、地球温暖化や海洋汚染問題への取組を総合的に促進

し、川崎市内はもとより、地球規模での効果を目指す 

【基本的な考え方２】 

環境意識の高い市民・事業者との連携や優れた環境技術・産業の活用を図ることにより、グ

リーンイノベーションの誘発など、大きな効果の発現を目指す 

かわさきカーボンゼロチャレンジ 2050 

川崎市プラスチック資源循環への対応方針 

関連方針① 

関連方針② 
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前述のとおり、市役所が排出する温室効果ガスの約４割が廃棄物処理に伴うもので、その約 8
割はプラスチックごみの焼却由来によるものです。川崎市地球温暖化対策推進基本計画（令和 4
（2022）年３月改定予定）では、市役所の温室効果ガスを令和 12（2030）年度までに平成 25
（2013）年度比 50%削減を掲げており、内訳として、市役所の非エネルギー起源（廃棄物焼

却・下水処理など）について平成 25（2013）年度比 24%（3.8 万 t-CO2）の削減が必要となっ

ており、さらに、平成 25（2013）年度から令和２（2020）年度にかけては、排出量が 1.1 万 t-
CO２増加しているため、令和２（2020）年度実績 17.0 万 t-CO２からは 4.9 万 t-CO２削減してい

く必要があります。 
特に、家庭から排出されるプラスチック製容器包装の約６割が普通ごみに混入され焼却されて

おり、温室効果ガス削減のためにはプラスチックごみの排出を抑制したり、可能な限りリサイク

ルをしていくなど、プラスチック資源循環等の取組を進めていくことが大変重要になります。 
令和 12（2030）年度までに 4.9 万 t-CO2 削減していくには、プラスチック資源循環の取組を

加速化させていき、「ワンウェイプラスチック製品」や「その他プラスチック製品」の分別収

集、また、「プラスチック製容器包装」と一緒に収集する取組等が必要であり、さらに一括で収

集することの相乗効果により、「プラスチック製容器包装」の分別率を上昇させていく必要があ

ります。 
具体的な指標として、「プラスチック製容器包装」については、今後の人口動態、ごみ排出量

の予測等を踏まえ、令和 12（2030）年度までに分別率を 60％にしていくことが必要です。こう

したことから、第３期行動計画の期間内においても相応の分別率を目指す必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

グラフ 1-12 温室効果ガス排出量の削減イメージと 

      プラスチック製容器包装の分別率 

▲4.9 万 t-CO2 

温室効果ガスの大半は

プラスチックごみ由来 

令和 12（2030）年度

には分別率を 60％に 
15.9 

17.0 17.0 

廃棄物分野における温室効果ガスの削減の必要性 
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コラム７ 脱炭素社会の実現に向けた川崎市の強み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

本市の臨海部にはマテリアル・ケミカルリサイクルなど多様で高度なプラスチックリサイ

クル拠点が多く集積しています。そのリサイクル能力は市内のペットボトルとプラスチック

製容器包装の年間排出量を大幅に上回り、市内のみならず他都市のペットボトル・プラスチ

ック製容器包装、事業系プラスチックのリサイクルも行っており、本市の優れた環境技術・

環境産業が広域的な脱炭素社会の実現に貢献しています。 

市内のペットボトル排出量 
（R2:約 5,300t） 

リサイクル能力 約 4 万 t/年 

市内の年間排出量の約７倍 

市内のプラスチック製容器包装排出量 
（R2:約 14,000t） 

リサイクル能力 約 20 万 t/年 

市内の年間排出量の約 10 倍 

ペットリファインテクノロジー 
（ケミカルリサイクル） 

使用済みペットボト
ル化学的に分解し、
再びペットボトルの
原料にリサイクル 
（ボトル to ボトル） 

ペットボトル 
処理能力 2.0 万 t/年 

浮島町 

水江町 

千鳥町 

扇島 

扇町 

東扇島 

J＆T 環境ペットボトルリサイクル工場 
（マテリアルリサイクル） 

使用済みペットボト
ルを再生ボトルやそ
の他の再生品原料と
してリサイクル 
（ボトル to ボトル） 

ペットボトル 
処理能力 1.5 万 t/年 

JFE プラリソース 
（マテリアルリサイクル） 

使用済みプラスチッ
クを原料に高炉還元
剤や選挙用ポスター
掲示板などに使用さ
れるボードを製造 

プラスチック 
処理能力 8.8 万 t/年 

昭和電工 KPR 
（ケミカルリサイクル） 

使用済みプラスチッ
クからアンモニア製
造用合成ガスを製造 
また、水素も製造
し、東急 REI ホテル
へ提供 

プラスチック 
処理能力 6.4 万 t/年 

J＆T 環境扇島原料化工場 
（RPF 化） 

フィルム系プラスチ
ックなどの事業系プ
ラスチックを破砕・
圧縮固化による製鉄
原料化 

プラスチック 
処理能力 5.2 万 t/年 

横浜市 
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 第３期行動計画 

 第３期⾏動計画の策定について 

  策定背景 

川崎市一般廃棄物処理基本計画（ごみ減量 未来へつなげる エコ暮らしプラン）は、「地球環

境にやさしい持続可能なまちの実現をめざして」を基本理念として平成 28 (2016)年３月に策定

されました。基本計画では、令和７（2025）年度までの方向性等を定めるとともに、実効性の

ある計画とするために行動計画（計画期間内の具体的施策）を定めています。行動計画について

は、社会状況の変化や制度改正等へ柔軟に対応するため、期間を区切って策定するものとしてお

り、川崎市総合計画に合わせて計画期間を２年間（第１期）、４年間（第２期）、４年間（第３

期）としています。今回、第２期行動計画の計画期間（令和３（2021）年度）の終了を迎え、

後継計画として第３期行動計画を策定します。 
想定を上回る人口増加や、新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化等に伴うご

みの量・質の変化に対応していき、基本計画の目標の達成に向け、本市がこれまでも取り組んで

きた生ごみリサイクルや食品ロスの削減など、食品廃棄物削減に向けた取組を更に推進し、焼却

ごみを削減していく必要があります。また、焼却ごみとして燃やされているプラスチック製容器

包装等の資源物を分別し、資源循環へとつなげていくことや、超高齢社会の到来や大規模災害へ

の対応などの市民ニーズに応え、対応していく必要があります。 
 

  策定における視点 

ア 環境負荷の少ない２Ｒ（リデュース・リユース）を基調とした循環型社会の構築 
イ 資源循環・脱炭素・自然共生の統合的な取組の推進による持続可能な社会の構築 
ウ 良好な生活環境・まちの美化向上をめざす体制の構築 
エ 効果的、効率的な事業執行体制の構築 
オ 社会状況の変化等を見据えた対応 
 

 計画期間 
令和４（2022)年度から令和７（2025）年度までの４年間とします。 
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 第３期⾏動計画の目標及び指標等 

 目標 
これまでの行動計画では、基本計画の目標を達成するための中間目標として目標を設定してき

ました。今回策定する第３期行動計画は、基本計画期間における最終の行動計画となり、基本計

画の目標達成を目指すことから、第３期行動計画の目標は基本計画の目標と同様の項目とし、第

２期行動計画の進捗状況等や脱炭素化の視点も取り入れた目標を新たに設定するものとします。 

  目標１ ごみの発生抑制の推進 

 第３期行動計画が基本計画における最終の行動計画となることから、基本計画における目標達成

を目指します。特に新型コロナウイルス感染症の影響等によりごみの排出動向等が変化しているこ

とから、家庭系・事業系の全体で取組を検討していく必要があります。そのため、目標を基本計画

と同じ「１人１日あたりのごみ排出量」とし、人口が増加する中でもごみ焼却量 33 万 t を実現する

ため、「898ｇ」から更に減量して「873ｇ」を目指していきます。令和２（2020）年度の「１人

１日あたりのごみ排出量」は 901ｇであることから、令和７（2025）年度に向けては 28g※の削減

が必要となります。 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

【目標１】１人１日あたりのごみ排出量 28g 削減 （901ｇ→873ｇ） 

グラフ 2-1 1 人 1 日あたりのごみ排出量（内訳） 

※28ｇの削減にあたっては、食品廃棄物の削減（１人１日あたり約９ｇ）、粗大ごみの減量（同約２ｇ）、

ペットボトルやプラスチック製容器包装の減量（同約７ｇ）のほか、「エコ暮らし」を進めていくことに

より減量化を図っていきます。 

グラフ 2-2 ごみ総量 

合
計
33
万
ト
ン 

総ごみ量を 1 人 1 日あたりのごみ排出量にすると 

新目標 旧目標 
901g 

873g 898g 
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  目標２ ごみ焼却量の削減 

基本計画の目標達成を目指していきます。 

 
 

  目標３ リサイクルの推進 

廃棄物分野における脱炭素化に向けては、プラスチックごみの焼却を極力少なくすることが必

要であることから、プラスチック製容器包装の分別率を向上させることが重要です。廃棄物処理

に伴う温室効果ガス排出量 17 万 t-CO2 を、令和 12（2030）年度までに 4.9 万 t-CO2 削減する

には、プラスチック製容器包装の分別率を 60％にすることが必要です。そこで、第３期行動計

画においては分別率 45％を目指し、その後更なる取組の加速化を図ります。 

 
 

【目標２】ごみ焼却量を 2.8 万㌧削減 （35.8 万㌧→33.0 万㌧） 

【目標３】プラスチック製容器包装の分別率 45％ （37.8％→45.0％） 

グラフ 2-3 ごみ焼却量 

グラフ 2-4 プラスチック製容器包装分別率 

※なお、これまで中間目標としてきた「１人１日あたりの普通ごみ排出量」と「家庭系の資源化率」は、重点施策の参考

指標として引き続き取組の進捗管理に活用します。 

※ペットボトルを除く 
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 定性的な指標 
超高齢社会の到来や大規模災害への対応など、社会状況の変化に伴う市民ニーズは多様化・複

雑化してきています。これらのごみの減量化・資源化に向けた目標値では評価できない廃棄物行

政を取り巻く諸課題に即した質の高い市民サービスの提供を推進していくため、第３期行動計画

において、目指すべき到達点として定性的な指標を設定し、達成状況について、毎年度、点検・

評価を行います。 
 

  定性的な指標 

 
諸課題 取組の方向性 目指すべき到達点（定性的指標） 

超高齢社会へ

の対応 

超高齢社会の到来に向けて、ふれあい収集などの

取組の強化を図ります。また、日々のごみ収集を

通じた「みまもり」など、地域等との連携強化を

図ります。 

高齢者が安心して暮らし続けられるまちの実現に

向け、ふれあい収集を必要とする方に適切に認

知・実施されるとともに「みまもり」による地域

等との連携強化を目指します。 

災害への対応 災害等の非常時においても、安全・安心な廃棄物

処理体制を確保するとともに、発災時の分別方法

などを、平常時から市民等にわかりやすく周知を

図ります。 

非常時における処理体制を確保するため、他都市

や民間事業者等との連携を図るとともに、平常時

から発災時の分別方法への理解を高めることで日

頃の防災に対する備えや意識を向上させます。 

有害廃棄物・

処理困難物へ

の対応 

処理の困難性から、市では収集していない農薬な

どの有害廃棄物・処理困難物について、適正な回

収ルートの構築を図ります。 

市民が処分できず自宅で保管するなどの状況を改

善し、適正処理体制の構築を目指します。 

環境美化向上

への対応 

まちの美化向上に向け、ICT の活用や幅広い地域

活動団体との連携など、取組の強化を図ります。 

環境先進都市としての魅力の向上や、市民の環境

意識の向上を目指します。 

 
 

  

表２-１ 定性的な指標 

目標値による評価 
【目標１：1 人 1 日あたりのごみ排出量】、【目標２：ごみ焼却量】、【目標３：プラスチック製容器包装の分別率】 

指標による評価 

【目標値に対応する施策例】 

・家庭系ごみの減量化・資源化に係る施策 

・事業系ごみの減量化・資源化に係る施策 

 等 

【指標への対応施策例】 

・超高齢社会への対応に係る施策 

・災害への対応に係る施策 

・行政サービスのさらなる展開に係る施策 

 等 

【双方に共通する施策例】 

・情報共有の推進に係る施策 

・環境教育・環境学習の推進に係る施策 

等 

＜施策の構成イメージ＞ 
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コラム８ 目標・定性的指標・参考指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「ごみの減量化・資源化」も大事だけど、

「市民サービスの質の向上」にも取り組んで

いるんだね。 

○事業系資源物のﾘｻｲｸﾙﾙｰﾄの推進 

・ 

・ 

・など 

 

 

 

○ごみ排出ルールの周知徹底 

・ 

・ 

・など 

 

 

○環境教育・環境学習の推進 

・ 

・ 

・など 

 

 

 

 

 

○災害発生時の分別方法の周知徹底 

・ 

・ 

・など 

「ごみの減量化・資源化」

や「市民サービスの質の向

上」の双方に係る取組 

事業系ごみの減量化・資源

化に向けた取組 

市民サービスの質の

向上に向けた取組 

家庭系ごみの減量化・資源

化に向けた取組 

61 の具体的施策（うち重点施策 36） 

参
考
指
標
（
重
点
施
策
の
み
） 

行動計画目標 

定性的指標 

●ごみ排出量 

●ごみ焼却量 

●ごみ排出量 

●ごみ焼却量 

●プラスチック製容器 

包装分別率 

基本計画目標 

かわさき市民アンケート調査 

重点課題を点

検・評価する

ための目安 

※ 目標    ：ごみを発生させないライフスタイルへの転換など、基本計画の取組を評価する、定量的な基準 

定性的指標 ：目標には直接影響をしない「市民サービスの質の向上に係る取組」の達成状況を評価する、定性的な目安 

参考指標  ：重点施策を点検・評価するための目安（定量的・定性的は重点施策ごとに異なる） 

第３期行動計画では、目標・定性的指標、参考指標の３つがあり、次のとおりです。 
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 計画の体系 
第３期行動計画期間において、焼却量の削減、プラスチックごみの削減、災害対応、脱炭素に

関する施策や、指標や重点施策に関わるもの、また、特に「エコ暮らし」につながる施策を以下

のとおりまとめました。なお、「基本施策Ⅴ 低炭素社会・自然共生社会をめざした取組」につ

いては、国内外の動向を踏まえ「Ⅴ 脱炭素社会・自然共生社会をめざした取組」とします。 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

基本計画 第３期行動計画 

基本施策 具体的施策 
重
点
施
策 

脱
炭
素 

定
性
的
指
標 

エ
コ
暮
ら
し 

Ⅰ 「環境市

民」をめざした

取組 

(1) 環境教

育・環境学

習の推進 

① 幼児・低年齢層への普及促進 ★   ● 

② ICTを活用した環境教育・環境学習の充実 ★    

③ 多様な市民への普及促進 ★   ● 

④ 普及啓発拠点等を活用した啓発活動の充実    ● 

⑤ イベント等に関する啓発活動の充実   ● ● 

(2) 情報共

有の推進 
① 多様な媒体を活用した情報提供 ★   ● 

② 多様な市民に向けた資源物とごみの分け方・出し方の

効果的な情報提供 
★   ● 

③ 災害発生時の分別方法の周知 ★  ●  

(3) 市民参

加の促進 
① 廃棄物減量指導員等との連携強化 ★   ● 

② 地域環境リーダーの育成    ● 

③ ごみゼロカフェなど市民参加の取組の推進 ★   ● 

④ 環境功労者の表彰    ● 

Ⅱ ごみの減

量化・資源化に

向けた取組 

(1) 家庭系

ごみの減量

化・資源化 

① 分別率向上・減量化に向けた取組の推進 ★ ●  ● 

② 製品の適正包装の推進 ★ ●  ● 

③ 拠点回収・店頭回収の推進 ★ ●  ● 

④ 資源集団回収事業の充実 ★ ●  ● 

⑤ プラスチックごみ削減の推進 ★ ●  ● 

⑥ 脱炭素モデル地区「脱炭素アクションみぞのくち」等を

活用した取組の推進 
★ ●  ● 

⑦ プラスチック製品のリサイクルの推進 ★ ●  ● 

(2) 事業系

ごみの減量

化・資源化 

① ３Rに取り組む店舗等に係る認定制度の普及  ●  ● 

② 事業系ごみの減量化等に向けた広報の充実と指導の 

徹底 
 ●  ● 

③ 事業系資源物のリサイクルルートの推進 ★ ●  ● 

基本計画 平成 28（2016）年度～令和７（2025）年度 
◎ 基本理念 地球環境にやさしい持続可能なまちの実現をめざして 
◎ 基本方針 １ 社会状況の変化等に的確に対応し、限りなくごみをつくらない社会を実現します 
       ２ 市民・事業者・行政の協働により“エコ暮らし”を実践し、さらに３Ｒを推進します 
       ３ 安心して健康に暮らせる快適な生活環境を守ります 
◎ 目標   １）１人１日あたりのごみ排出量１０％削減 

２）ごみ焼却量 4 万㌧削減           ※目標の基準年度は平成 26 年度 

第 3 期行動計画 令和４（2022）年度～令和 7（2025）年度 

◎目標 １）１人１日あたりの普通ごみ排出量 28g 削減 
    ２）ごみ焼却量 2.8 万㌧削減 
    ３）プラスチック製容器包装分別率 45％ 
◎指標 社会状況の変化に即した、質の高い市民サービスの提供に向けた指標を設定 
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基本計画 第３期行動計画 

基本施策 具体的施策 
重
点
施
策 

脱
炭
素 

定
性
的
指
標 

エ
コ
暮
ら
し 

(3) 市の率

先したごみ

の減量化・

資源化 

① 市庁舎等におけるごみ減量化運動の推進  ●  ● 

② グリーン購入の促進  ●  ● 

(4) 生ごみ

の減量化・

資源化 

① ３きり運動の推進 ★ ●  ● 

② 生ごみの減量化・リサイクルに係る取組の推進 ★ ●  ● 

③ 学校給食における生ごみリサイクルの推進  ●  ● 

④ 家庭系食品ロス対策等の推進 ★ ●  ● 

⑤ 事業系食品ロス対策等の推進 ★ ●  ● 

Ⅲ 廃棄物処

理体制の確立

に向けた取組 

(1) 安全・

安心な処理

体制の確立 

① 廃棄物処理技術の研究と技能の継承     

② ごみ焼却灰（埋立灰）及び埋立処分場の適切な管理     

③ 有害廃棄物・処理困難物への取組 ★  ●  

④ 廃棄物処理施設等の補修・整備     

⑤ 災害時における安全・安心な廃棄物処理体制の確保 ★  ●  

(2) ３処理

センター体

制の安定的

な運営 

① 安定的な処理体制の運営 ★    

② 橘処理センターの建替 ★ ●   

③ 堤根処理センターの建替 ★ ●   

④ 資源化処理施設の整備等 ★ ●   

(3) 効 果

的・効率的

な処理体制

の構築 

① 計画のフォローアップ     

② 効果的な経済手法の研究     

③ 民間活力の導入を含めた公共と民間の役割分担の検討 ★    

Ⅳ 健康的で

快適な生活環

境づくりの取

組 

(1) まちの

美化推進 
① まちの環境美化 ★  ● ● 

② 各種普及啓発キャンペーンの実施 ★  ● ● 

(2) 市民ニ

ーズに対応

した取組の

推進 

① ごみ相談窓口の充実 ★   ● 

② 超高齢社会を見据えたふれあい収集等の推進 ★  ●  

③ 市民ニーズに対応したごみ収集     

(3) 不適正

排出対策等

の取組 

① 不法投棄対策の実施     

② 不適正排出指導等の徹底 ★    

③ 持ち去り対策の強化 ★    

④ 搬入禁止物の混入防止 ★    

Ⅴ 脱炭素社

会・自然共生社

会をめざした

取組 

 

 

 

(1) エネル

ギー資源の

効果的な活

用 

① 廃棄物発電事業等の余熱利用の推進 ★ ●   

② 廃棄物発電の新たな活用法の検討 ★ ●   

③ バイオマス資源の利用促進に向けた調査・研究  ●   

(2) 脱 炭

素・自然共

生をめざし

た資源の有

効利用 

① 様々な地域活動団体等と連携した取組の推進  ●  ● 

再掲【Ⅱ(1)①～⑦、(2)①～③、(3)①～②、(4)①～⑤、 

   Ⅲ(2)②～③、Ⅴ(1)①～③、(2)①、(3)①～②、(4)①～②、④】 
    

(3) 環境に

配慮した処

理体制の構

築 

① 環境にやさしい輸送システムの構築  ●   

② 環境マネジメントシステムを活用した処理センターの

運営 
 ●   

③ 埋立処分場延命化の研究     

(4) 蓄積さ

れた環境技

術等を活か

した取組 

① 環境に配慮した製品の開発促進に向けた環境づくり  ●   

② 環境産業との連携等  ●   

③ 国際貢献の推進     

④ 低 CO2川崎ブランドの推進  ●  ● 
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コラム９ 「エコ暮らし」ってどんな暮らし？ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「エコ暮らし」とは、ごみをできるだけ発生させない生活や活動、ごみの分別の徹底、節

電などの省エネ行動、庭や花壇の緑化の推進を行うなど、環境に配慮した行動を積み重ねて

いくことではないでしょうか。一つ一つは小さい取組であっても、積み重ねていくことで環

境に対する意識が高まっていきます。 
  

◆ ごみ減量の目安  
① 1 日のごみ減量って年間だとどれくらいの減量になるの？ 

    １人 1 日 28ｇ ⇒ １人 1 か月約 840ｇ ⇒ １人年間約 10.1ｋｇ 

 

② ごみの重さってどれくらい？ 

  ・マイ袋、マイ箸、マイカップの利用 ⇒ １回 約５ｇ～１０ｇ 

  ・生ごみの水切りをする       ⇒ １回 約５０ｇ 

  ・シャンプーなど詰め替え商品の選択 ⇒ １回 約５０ｇ～１００ｇ 

  ・食べ残しや調理くずを極力減らす  ⇒ １回 約１００ｇ 

  ・衣類の譲渡・リメイク       ⇒ １着 約２００ｇ～１，０００ｇ 

残さず 

「食べきろう」 

エコ暮らしの取組例 

再生可能エネルギーを積

極的に活用しよう 

自然の体験学習など

に参加して、自然共

生について考えてみ

よう 

身の回りに木や花を 

植えるのもいいね 

電車やバスは環境にや

さしい移動方法だよ 

ごみ捨て前の 

「水きり」も大事だね 
「使いきれる」量 

だけ買わないと！ 

・他にもいろんな取組があるよ！ 

・「資源循環」・「脱炭素」・「自然共生」

に繋がる取組はどれもエコ暮らしだね！ 

資源循環 

脱炭素 自然共生 
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 重点施策 

 重点施策の設定の視点 
重点的・優先的に取り組む施策について、基本計画の基本方針をより明確化し、「エコ暮ら

し」や安定的な廃棄物処理事業を推進していくために効果の大きな施策等を、基本施策ごとに重

点施策として設定します。特に、下記の「重点施策を設定する際の視点」①～③については、

「エコ暮らし」を実践するための重要な視点です。 
基本計画では、資源循環・脱炭素・自然共生の統合的な取組を推進していくとともに、市民生

活や事業活動の中で、それぞれが循環を基調とした生活の質の高さと環境の保全を両立させたラ

イフスタイルである「エコ暮らし」を実践し、リサイクルに関する意識向上はもとより、リサイ

クルよりも環境負荷が少ない 2Ｒ（リデュース・リユース）の取組をさらに推進していくため、

重要な取組である「エコ暮らし」が、生活の中に浸透していくように、しっかり取り組みます。 
また、本計画では、具体的施策 61 施策中、36 施策を重点施策としています。重点施策には参

考指標を設け、毎年、点検・評価し、結果を公表していきます。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重点施策を設定する際の視点 

① 分別排出の徹底やごみの発生抑制に向けて効果の大きな施策 

② 市民・事業者・行政の協働による効果の大きな施策 

③ 脱炭素社会・自然共生社会の構築に向けて効果の大きな施策 

④ 効果的・効率的な処理体制の構築に向けて効果の大きな施策 

⑤ ライフラインとして安全・安心な処理体制の確保に効果の大きな施策 

⑥ その他、特に重点的に取り組む必要のある施策 

コラム 10 ごみの重さってどのくらい？ 

 

 

 

 

 

 

 

割りばし 1 膳 4ｇ チラシ 1 枚 5ｇ 

１人 1 日約 28ｇ減ると、川崎市

全体で年間約 1 万 6 千ｔも削減

に！塵も積もれば大きな減量に

つながるんだね！ 
このほか、資源物を分別してご

み焼却量を減らすんだね！ 

プラスチックスプーン

1 本 4ｇ 
プラスチックコップ・ストロー 
1 組 15ｇ 
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 重点施策 
 

 

 資源循環・脱炭素・自然共生の統合的な取組を推進し、地球環境に

やさしい持続可能なまちを目指すために、「エコ暮らし」とはどうい

う生活か、またどのように実践していくべきかなどを、市民・事業

者・行政で意見を出し合い、その考えを他の施策にも反映していける

よう、双方向に取り組んでいきます。 
 

基本施策Ⅰ（１）環境教育・環境学習の推進  

 
✓ 「エコ暮らし」の浸透と分別意識の向上に向け、幼児・低年齢層や多様な市民に対し学習機

会を提供するとともに、市民がイベント企画において環境配慮行動を実践するためのマニュ

アル作成を行います。 
✓ 環境学習のテーマの１つとして、食品ロス問題について取り上げていくとともに、マイクロ

プラスチック問題などの国際的な課題についても、学習内容について盛り込みます。 
✓ 新型コロナウイルス感染症や GIGA スクール構想5に対応するため、ICT を活用し環境教

育・環境学習機会の創出を図ります。 
✓ 公共施設や大学等、市民が多く集まる場を普及啓発の拠点として活用し、ごみの分別の仕方

などのモデル展示などを活用した普及啓発を実施していきます。 
 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅰ(1)① 幼児・低年齢層への普及促進 教材配布校数 
出前ごみスクール 

開催回数 

Ⅰ(1)② ICT を活用した環境教育・環境学

習の充実 
取組の進捗 ― 

Ⅰ(1)③ 多様な市民への普及促進 
ふれあい出張講座の 

開催回数 
― 

 
基本施策Ⅰ（２）情報共有の推進  

 
✓ 150 万人を超える多様な市民に対し、幼児・低年齢層・若年層・高齢者・外国人など、年

齢・国籍にかかわらず誰もがわかりやすく分別ルール等が理解できるように、ユニバーサル

デザインに配慮した広報物の作成や、ICT を活用した広報を展開します。 

                                                 
5 国による「１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別

な支援を必要とする子供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化

され、資質・能力が一層確実に育成できる教育環境を実現する」構想 

基本施策Ⅰ 「環境市民」をめざした取組 
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✓ 災害発生時は、通常の体制でのごみ収集が行えないことが想定されるため、災害時における

家庭でのごみ分別排出方法の検討を行い、災害時の分別方法などを、平常時から市民等にわ

かりやすく周知します。 
 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅰ(2)① 多様な媒体を活用した情報提供 SNSアクセス数 アプリの閲覧数 

Ⅰ(2)② 多様な市民に向けた資源物とごみ

の分け方・出し方の効果的な情報提

供 

リーフレットの 

配布数 

アプリの閲覧数 

（再掲） 

Ⅰ(2)③ 災害発生時の分別方法の周知 
リーフレットの配布数 

（再掲） 
― 

 
基本施策Ⅰ（３）市民参加の取組  

 

✓ ごみの減量やリサイクルの地域におけるボランティア・リーダーとして活動している廃棄物

減量指導員との連携を、様々な機会を捉えて強化し、ごみの減量化・資源化について取り組

みます。 
✓ 地域環境リーダーや生ごみリサイクルリーダーなど、環境の各分野で地域のリーダーとして

活動している方々や関係機関等とも連携を図り、ごみの減量化・資源化につながる取組を行

います。 
✓ ごみ問題に関心のある様々な年代の市民や事業者など多様な主体が参加し、様々な意見交換

を行う「ごみゼロカフェ」において出された意見を、広く市民等へ発信し、エコ暮らしの普

及を図ります。 
 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅰ(3)① 廃棄物減量指導員等との連携強化 
市（区）減量指導員と連携

した取組数 

地域環境リーダーの 

修了者数 

Ⅰ(3)③ ごみゼロカフェなど市民参加の取組

の推進 
ごみゼロカフェの開催回数 ― 
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基本計画や行動計画の目標達成に直結する取組でもあるため、市民・事業者・

行政が協働して、ごみの減量化・資源化に取り組みます。 
 

基本施策Ⅱ（１）家庭系ごみの減量化・資源化  

 
✓ プラスチック製容器包装やミックスペーパーの分別率が、それぞれ 30～40％程度であるた

め、取組が最も進んでいると言われている都市のレベル（50～60％）を目指して、だれも

が分かりやすく分別できるよう、広報内容の変更や、ナッジ（行動科学に基づく手法）によ

る分別行動を促す取組を進めます。 
✓ 廃棄物減量指導員をはじめ、地域と連携したごみ排出ルールの周知や不適正排出に関する指

導の徹底、ごみ減量化運動の推進など、様々な角度から取組を推進します。 
✓ 事業者に対して製品の適正包装及びレジ袋削減の推進に向けた協力要請をしていくととも

に、マイバッグの利用など、市民・事業者・行政の協力や創意工夫による様々な手法を通じ

てワンウェイプラスチック等を削減し、環境配慮型ライフスタイルの確立を図ります。 
✓ 小型家電の拠点回収を進めていくとともに、資源物の店頭回収について、事業者と連携しな

がら資源化促進の取組を進めていきます。 
✓ 近年利用数が増えている通信販売に伴う段ボール排出の増加に対応するため、資源集団回収

事業の充実を図るとともに、普通ごみへの混入対策を強化します。 
✓ マイボトルの利用促進に向けた給水スポットの導入実証など、市内におけるワンウェイプラ

スチック削減の取組を進めます。 
✓ 脱炭素化に資する取組を集中した脱炭素モデル地区「脱炭素アクションみぞのくち」等を活

用し、プラスチック資源循環に係る先進的な取組を集中的に展開することで、ムーブメント

を創出し、市民への環境意識の向上を図ります。 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅱ(1)① 分別率向上・減量化に向けた取

組の推進 

ミックスペーパー及び 

プラスチック製容器包装分別率 
家庭系資源化率 

Ⅱ(1)② 製品の適正包装の推進 
製品の簡易包装又はレジ袋の 

削減に取り組んでいる店舗数 
― 

Ⅱ(1)③ 拠点回収・店頭回収の推進 資源物の拠点回収量 
店頭回収の 

取組紹介数 

Ⅱ(1)④ 資源集団回収事業の充実 資源集団回収量（全体） 
普通ごみに含まれる 

資源集団回収対象物の量 

Ⅱ(1)⑤ プラスチックごみ削減の推進 
１人１日のワンウェイプラス

チック排出量 
― 

Ⅱ(1)⑥ 脱炭素モデル地区「脱炭素アク

ションみぞのくち」等を活用し

た取組の推進 

取組の進捗状況 ― 

Ⅱ(1)⑦ プラスチック製品のリサイク

ルの推進 
取組の進捗状況 ― 

基本施策Ⅱ ごみの減量化・資源化に向けた取組 
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プラスチック資源循環の取組強化 

 令和３（2021）年６月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（以下「プラ

スチック資源循環促進法」という。）」が成立し、環境配慮設計に関する指針を策定し指針に適

合した製品を認定する仕組みや、ワンウェイプラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準

の策定、製造・販売事業者等による自主回収（店頭回収等）の促進、プラスチック製品の分別収

集を促進するために容器包装リサイクルルートを活用した再商品化や、中間処理工程の一体・合

理化を可能とするなど、資源循環の高度化に向けた環境整備・循環経済への移行が図られること

になりました。 
 本市は、これまで「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づいて

「プラスチック製容器包装」を分別品目として収集している一方、「プラスチック製品」につい

て、令和２（2020）年度では約 1.6 万 t を普通ごみとして焼却処理しています。これを資源化す

ることで、温室効果ガスを大きく削減していくことが可能となります。 
 プラスチック資源循環促進法の成立を受け、プラスチック製品についても容器包装リサイクル

ルートを活用して資源化していくことが可能となることから、現在、プラスチック製容器包装を

中間処理している本市の浮島資源化処理施設を活用した手法について、実証事業を行いながら検

討していきます。また、市内には先進的な技術や高い環境意識を持つ事業者が多く立地してお

り、これらの事業者と連携した取組についても検討を進めていきます。今後、プラスチック製品

の収集については、これらの実証事業や検討をもとに一部地域での先行実施に向けた取組を進め

ていきます。 
次に、プラスチック製容器包装についても、温室効果ガス排出量削減の観点から実効的な取組

が必要です。今後、令和２（2020）年度比で令和 12（2030）年度までに 4.9 万 t-CO2 を削減し

ていくためには、分別率を 60％にしていく必要があります。そのため、ナッジの活用等、より

市民がプラスチック製容器包装を自発的に分別するよう行動変容を促す取組をはじめとした取組

を拡充・強化していき、令和２（2020）約４万 t あったプラスチックごみ（ペットボトル除く）

を、令和７（2025）年度までに約 0.6 万 t 削減していくとともに、プラスチック製容器包装の分

別率 45％を目指します。 
 こうした取組により、プラスチック資源のリサイクル、地域内循環を加速させ、脱炭素社会の

実現に向けて取組を進めていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

コラム 11 プラスチック製品の一括収集（プラスチックごみの分類は P9 を参照） 

 川崎市で分別収集しているプラスチックごみは、「①ペットボトル」と「②プラスチック製容

器包装」となっており、「③ワンウェイプラスチック製品」と「④その他プラスチック製品」

は、普通ごみとして焼却処理しています。今後、これらを「②プラスチック製容器包装」と一括

して収集することにより、分別の分かりにくさを解消し、さらなる分別率の向上を図っていきま

す。 

 

 

 

これまではストローはプラスチック製品として「普
通ごみ」、食品トレイは「プラスチック製容器包
装」だったけど、一括収集ができるようになった
ら、プラスチックごみとして一緒に出すことができ
るようになるから、分別が分かりやすくなるね！ 

＜拡充・強化する取組＞ 
○広報内容の変更や、ナッジの活用による市民の行動変容を促す取組 
○マイバッグ、マイボトルの利用促進（給水スポットの導入実証含む） 
○プラスチック製の容器包装と製品の一括収集（実証事業など一部地域での先行実施に向けた取組） 
○環境産業等と連携した取組の推進 
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コラム 12 プラスチック資源循環の取組 

 

 

 

 

 

 

 

市内のファーストフード店で排出されたス

トローなどの使用済みプラスチックを収集

し、臨海部に立地するリサイクラーのリサイ

クル施設で低炭素水素へ再生し、ファースト

フード店で使用するＥＶバイクのエネルギー

として利用する実証事業を実施しました。 

 この実証事業は、リサイクルが難しいと考

えられていた事業系使用済みプラスチック

を、ごみではなくエネルギーとしてリサイク

ルするための実験で、市域等で資源を循環さ

せることにより、地域社会の持続的な発展に

資することを目的として行いました。 

事業系プラスチックの資源循環実証事業（令和 2 年度）（臨海部国際戦略本部） 

ペットボトルからペットボトルを地域内でつくる実証事業（令和 3 年度） 

「川崎市プラスチック資源循環への対応方

針」の取り組みの１つとして、家庭から排出さ

れるペットボトルを市内のスーパーの店舗でペ

ットボトル回収機により回収し、リサイクラー

のケミカルリサイクル技術によりペットボトル

からペットボトル（ボトル to ボトル）にリサイ

クルしました。 

 この実証事業は、地域内でのプラスチック資

源循環、ボトル to ボトルのリサイクルスキーム

の構築を目指し、技術的・運営上の課題などを

検証し、持続可能な循環型・脱炭素社会の実現

を目指すことを目的として実施しました。 

グラフ 2-5  
プラスチックごみ（ペットボトル除く） 
の収集量と焼却量、プラスチック製容器
包装の分別率 

プラスチックごみの焼却量を削減し、 

温室効果ガス排出量も削減 

 
充電 
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基本施策Ⅱ（２）事業系ごみの減量化・資源化  

 

✓ 事業系古紙類の資源化を進めるため、処理センターにおける内容審査を充実し、事業系一般

廃棄物として処理センターに搬入される古紙を抑制するとともに、資源化の手法を積極的に

事業者へ情報提供するなど、事業者へのフォローアップを行うことで、古紙を資源化ルート

へと誘導します。 
 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅱ(2)③ 事業系資源物のリサイクルルート

の推進 

焼却ごみに含まれる 

事業系古紙の量 
事業系焼却ごみ量 

 
基本施策Ⅱ（４）生ごみの減量化・資源化  

 
✓ 家庭でできる食品廃棄物の発生抑制や減量の取組として、「使いきり」・「食べきり」・

「水きり」の「３きり」を中心とした取組を普及啓発します。 
✓ 生ごみリサイクルリーダーと連携して、生ごみの減量化や、堆肥化その活用の方法等を普及

していくとともに、生ごみリサイクルに取り組んでいる市民・事業者・農業者等の取組を広

く紹介する交流会を市民団体と協働して開催します。 
✓ 小学校等に対し、食の循環に関する知識や生ごみリサイクルの手法に関する講座を実施し、

食の資源循環に関する環境教育をしていきます。 
✓ 生ごみ処理機等の購入助成や、生ごみを堆肥化する市民団体への活動助成をしていくととも

に、堆肥化した生ごみを市内農園等へ提供し、農作物の収穫へとつなげる共助型フードサイ

クルの促進や、食品資源循環の取組を民間事業者等と連携して取り組みます。 
✓ 家庭系食品ロス対策として、食品ロス量を見える化するツールの作成や、不要となった食品

を市内で回収のうえフードバンク団体を通じて必要な世帯等に提供していきます。 
✓ 食品ロス削減協力店の登録促進など、外食産業や小売店等と連携した食品ロス対策について

取り組みます。 
✓ 食品廃棄物を多く排出する多量排出事業者等の排出実態を把握し、食品廃棄物のリサイクル

推進に向け、対象事業者へ普及啓発を行います。 
✓ 事業者向け生ごみ処理機等を活用した生ごみの減量化・資源化の普及促進を図ります。 
 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅱ(4)① ３きり運動の推進 
普通ごみに含まれる 

食品廃棄物の量 

１人１日あたりの普通ご

み排出量 

Ⅱ(4)② 生ごみの減量化・リサイクルに係

る取組の推進 

生ごみリサイクルリーダ

ーの派遣による対応人数 
― 

Ⅱ(4)④ 家庭系食品ロス対策等の推進 
普通ごみに含まれる食品

ロスの量 
― 

Ⅱ(4)⑤ 事業系食品ロス対策等の推進 
事業系ごみに含まれる食

品ロスの量 
― 
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食品廃棄物の削減に向けた取組強化 

食品廃棄物（生ごみ）中で、「直接廃棄」「食

べ残し」「過剰除去」により捨てられてしまう食

品のことを、「食品ロス」といいます。 
SDGｓ（持続可能な開発目標）では、ターゲッ

トの１つとして「2030 年までに小売・消費レベ

ルにおける世界全体の１人あたりの食品廃棄物を

半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェ

ーンにおける食品の損失を減少させる」が掲げら

れており、国では「第四次循環型社会形成推進基

本方針」や「食品リサイクル法に基づく基本方

針」において、令和 12（2030）年度に平成 12
（2000）年度比で家庭系・事業系の食品ロスを

半減する目標を掲げています。 
本市では、食品廃棄物の中の食品ロスは約４割

と推計しています。また、平成 12（2000）年度

から令和２（2020）年度にかけ食品廃棄物（食

品ロス・調理くず等）の推計量が半分以下となっ

ていることから、食品廃棄物中の食品ロスの割

合（食品ロス４割、調理くず等６割）が変化し

ていないと仮定すれば、同じように削減し、国

の目標を達成していると考えられます。 
 一方で、本市の焼却ごみの組成を調査すると、

「食品廃棄物（生ごみ・厨芥類）」は重さにして

約 7.9 万トン、その内「食品ロス」は約 3.4 万 t
と推計しています。埋立処分場の延命化をはじめ

とした安定性・安全性を確保した廃棄物処理事業

を推進していくにはごみ焼却量の削減が必要であ

り、食品廃棄物の削減も必要です。 
第３期行動計画では、目標の１つとして「１人

１日あたりのごみ排出量 28ｇ削減」を掲げてお

り、その内訳として食品廃棄物は約９ｇ（うち食

品ロスは約４ｇ）の削減を目指します。これは、 
年間で食品廃棄物約 5.3 千 t（うち食品ロス約 2.3 千 t） 
の削減に相当します。 
 
 
  

グラフ 2-6 本市の食品廃棄物量の推移 

図 2-1 食品ロス分類イメージ 

2000(H12)年度の 
半分以下に減量 

＜拡充・強化する取組＞ 
●小学校等への食の資源循環に関する環境教育 
●民間事業者等と連携した生ごみ堆肥による農作

物の栽培等食品資源循環の取組 
●食品資源循環に向けた生ごみ処理の助成 
●フードバンク・フードドライブの取組の充実 
●食品ロスに関する取組実施店舗の登録推進 
●事業系資源化ルート（食品廃棄物）の普及啓発 

食品ロス削減のためにも、食べ物は 

「使いきり」で美味しく「食べきり」！ 
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ごみは、生活様式や経済状況などによって排出動向が変化すると言われています。内閣府の分

析6によると、片働き世帯が共働き世帯になることで、食料の消費額は増える傾向が示されてい

ます。共働き世帯は、家事時間の短縮に寄与する消費をする傾向があるとして、食料の支出の中

でも調理食品（中食）の支出額が片働き世帯よりも高くなっているとしています。また、若年

（15～39 歳）世帯においては、特に２人以上の世帯において、魚介類や野菜等の調理が必要な

支出項目が減少し、調理食品や外食の項目が増加していることから、家庭内で調理するよりも簡

単な手法に移行していると考えられています。 
一方、川崎市は、夫婦のいる一般世帯において、共働き世帯の割合が年々増加しています。ま

た、２人以上の世帯における調理食品（中食）の支出額も増加してきており、一般外食の支出額

についても近年増加してきていることから、共働き世帯や若年世帯の消費支出動向の変化は、国

の状況と類似しており、同様にライフスタイルが変化していると考えられます。 
中食や外食が増加することによるごみ排出動向への影響としては、中食を購入することによる

容器や袋（プラスチック製容器包装）の増加や、家庭からの調理くず等の減少、外食産業におけ

る調理くず等や食べ残しの増加が考えらることから、これらのごみ排出動向に合わせた対応をし

ていく必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
6 内閣府「日本経済 2018-2019」 

コラム 13 ライフスタイルの変化 

グラフ 2-6 川崎市の夫婦のいる一般世帯の夫婦の就業状態割合（平成 27 年国勢調査） 

グラフ 2-7 １世帯あたり年平均１か月間の支出（二人以上の世帯）（川崎市統計書より作成） 
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廃棄物処理は全市民の生活を支える重要なライフラインであり、また、施設建

設などは多額の費用を必要とする取組であるため、長期的な展望のもと計画的に

しっかり取り組んでいきます。 
 

基本施策Ⅲ（1）安全・安心な処理体制の確立  

 

✓ 農薬や化学薬品などといった有害廃棄物・処理困難物について、適正な回収ルートの構築を

図ります。 
✓ 災害時における安全・安心な廃棄物処理体制の確保に向けて、災害廃棄物等処理計画などを

適宜見直すとともに、協定を締結している関係事業者等との連携強化を図ります。 
 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅲ(1)③ 有害廃棄物・処理困難物への取組 取組の進捗状況 ― 

Ⅲ(1)⑤ 災害時における安全・安心な廃棄

物処理体制の確保 
取組の進捗状況 ― 

 

基本施策Ⅲ（２）３処理センター体制の安定的な運営  

 

✓ ３処理センター体制においても、効果的・効率的なごみの収集・運搬・処理が行われるよう

に、社会状況の変化等に的確に対応するとともに安定的な処理体制の運営に努めていきま

す。 
✓ 橘処理センターの建替えについては、安全かつ安心となる持続可能な循環型の廃棄物処理体

制の構築のために策定した「今後のごみ焼却処理施設の整備方針7」に基づき、新たなごみ

焼却処理施設及びミックスペーパー資源化処理施設の整備に取り組むとともに、新施設稼働

に対応する効果的・効率的な収集処理体制の構築等を図ります。 
✓ 堤根処理センターの建替えについては同整備方針や、社会状況の変化等を踏まえ、施設整備

を進めます。 
✓ 資源化処理施設の整備等については、「プラスチック資源循環の対応方針」の取組や施設の

老朽化の状況なども踏まえ、検討を進めます。 
 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅲ(2)① 安定的な処理体制の運営 ごみ焼却量 ― 

                                                 
7 川崎市「今後のごみ焼却処理施設の整備方針」平成 25（2013）年 3 月策定 

基本施策Ⅲ 廃棄物処理体制の確立に向けた取組 
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Ⅲ(2)② 橘処理センターの建替 建設計画の進捗状況 ― 

Ⅲ(2)③ 堤根処理センターの建替 建設計画の進捗状況 ― 

Ⅲ(2)④ 資源化処理施設の整備等 整備等の進捗状況 ― 

 

基本施策Ⅲ（３）効果的・効率的な処理体制の構築  

 
✓ 廃棄物処理事業における公共と民間の役割分担を整理しながら、本市のごみ収集業務やごみ

焼却業務のあり方や執行体制について検討します。 
✓ 普通ごみ等収集運搬業務については、川崎区、多摩区、麻生区の大規模集合住宅等の一部地

域において、民間委託を検討・実施していきます。 
 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅲ(3)③ 民間活力の導入を含めた公共と民

間の役割分担の検討 
取組の進捗状況 ― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

◆ コラム 14 ごみ処理施設の整備 
 

本市では、安全かつ安心となる持続可能な循環型の廃棄物処理体制の
構築のために「今後のごみ焼却処理施設の整備方針（平成 25 年策
定）」を策定し、概ね 10 年毎に１つのごみ焼却処理施設の建替えを行
う「３処理センター体制」を実施しています。「３処理センター体制」
では、施設の竣工から休止まで約 30 年間稼働し続けることになります
ので、計画的に施設のメンテナンスや基幹的整備を実施することによ
り、施設の延命化を図っています。 
 
 市内には４つのごみ焼却処理施設があり、そのうち３か所のごみ焼却
処理施設を稼働させる計画としています。 
 休止中の施設については、新たにごみ焼却処理施設の建設工事を行っ
ています。 
    ① 浮島処理センター  稼働中 （平成 7（1995）年竣工） 
    ② 堤根処理センター  稼働中 （昭和 54（1979）年竣工） 
    ③ 橘処理センター   休止・建設中 
    ④ 王禅寺処理センター 稼働中 （平成 24（2012）年竣工） 
 
 「橘処理センター」の次に建替えの予定となっている「堤根処理センター」については、社会状況
の変化を踏まえながら、適切に施設整備を進めていく必要があります。 
 
 資源化処理施設については、プラスチック資源循環に向けた取組や、缶・ペットボトルや空きびん等
の資源物処理の状況を踏まえ、適切な施設整備を検討していく必要があります。 
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生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努め、市民が、健康的で快適な日々の生

活が過ごせるよう、安全・安心な生活環境づくりに取り組んでいきます。 
 

基本施策Ⅳ（１）まちの美化推進  

 

✓ 資源物やごみの排出状況が悪く散乱が目立つ集積所の適正使用の啓発・指導を徹底するとと

もに、廃棄物減量指導員や周辺住民と連携・協働した集積所周辺等の環境美化を図ります。 
✓ 「ごみゼロの日」として５月 30 日に大規模キャンペーンを実施するとともに、『環境衛生

週間』行事の一環として市内統一美化活動と連動し、９月 24 日から 10 月１日の間に大規

模キャンペーンを実施します。 
✓ 環境省の「プラスチック・スマート」キャンペーンに参加し、本市の各種美化活動の情報を

発信したり、神奈川県の「かながわプラごみゼロ宣言」への参加など、関係機関等と連携し

て海洋に流れるプラスチックごみ削減の取組を進めます。 
✓ ポイ捨て禁止及び路上喫煙防止統一キャンペーンを関係部局や区役所等と連携し、毎月各区

の主要駅で啓発・清掃活動を実施し、市民の３Ｒへの意識啓発やモラルの向上を図ります。 
 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅳ(1)① まちの環境美化 集積所の改善指導回数 ― 

Ⅳ(1)② 各種普及啓発キャンペーンの実施 キャンペーンの実施回数 ― 

 

基本施策Ⅳ（２）市民ニーズに対応した取組の推進  

 

✓ ごみの出し方がわからない等、ごみに関して困っている市民向けに、ごみ相談窓口を月１～

２回程度、市民が立ち寄りやすい区役所で開設します。さらに、市民への認知度の向上やサ

ービスの向上に向けての検討を行います。 
✓ 超高齢社会を見据え、自ら一定の場所までごみを持ち出すことのできない高齢者や障害者の

方を対象に、玄関先などまでごみを取りにいく「ふれあい収集」などの取組の強化を図りま

す。 

 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅳ(2)① ごみ相談窓口の充実 ごみ相談窓口の実施回数 ― 

Ⅳ(2)② 超高齢社会を見据えたふれあい収集

等の推進 
ふれあい収集の実施件数 ― 

 

基本施策Ⅳ 健康的で快適な生活環境づくりの取組 
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基本施策Ⅳ（３）不適正排出対策等の取組  

 

✓ 不適正排出事業者に対して、立入調査等の機会を通じ、適正排出に向けた指導を行うことに

より、事業者処理責任の徹底及び受益者負担に係る公平性の確保を図ります。 
✓ 資源物等の持ち去り防止を図るため、令和４（2022）年度からの関係条例の施行を踏ま

え、制度の周知やパトロールの強化、持ち去り行為者への指導などを適切に行います。 
✓ 家庭から出るごみについても、普通ごみに資源物が混入している場合、警告シール貼付と収

集保留など対応を強化します。 
✓ 処理センターに搬入してはいけない産業廃棄物等の混入を防止するとともに、３処理センタ

ー体制における、焼却処理施設のより安定的な稼働の確保に向け、内容審査を充実し、監

視・指導を強化します。 
 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅳ(3)② 不適正排出指導等の徹底 立入調査・指導回数 
焼却ごみに含まれる家庭系

資源物の量 

Ⅳ(3)③ 持ち去り対策の強化 指導回数 ― 

Ⅳ(3)④ 搬入禁止物の混入防止 内容審査の実施車両数 ― 
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資源循環の視点から、脱炭素社会・自然共生社会の構築に向けて、効果の大き

な施策に取り組んでいきます。 
 

基本施策Ⅴ（１）エネルギー資源の効果的な活用  

 

✓ 処理センターで発電した電力を処理センター内でするとともに、余剰電力は売電を行いま

す。また、今後、建替えを行う処理センターへの高効率な熱回収設備の導入に向けて取り組

んでいきます。 
✓ 市域の再生可能エネルギー利用拡大に向けた廃棄物発電の更なる有効活用に向けて、橘処理

センターの竣工に合わせ、民間事業者と連携した効果的な手法を検討し、取り組みます。 
 

具体的施策（重点） 参考指標１ 参考指標２ 

Ⅴ(1)① 廃棄物発電事業等の余熱利用の推進 年間発電量 年間売電量 

Ⅴ(1)② 廃棄物発電の新たな活用法の検討 
自己託送した電力量（R5 まで） 

廃棄物発電の有効活用電力量（R6 から） 
― 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

基本施策Ⅴ 脱炭素社会・自然共生社会をめざした取組 

◆ コラム 15 ごみ焼却処理施設の発電量ってどれくらい？ 

 

 市のごみ焼却処理施設では、年間で 11,000 万 kWh 以上の電気を発電しており、世帯数に

換算すると、27,500 世帯※１以上の年間使用電力に相当します。 

これは、CO2 削減量に換算※２すると約 44,000t-CO2となります。 

 

※１ １世帯 4,000kWh/年として計算 

※２ CO2 排出量係数：0.4 ㎏‐CO2／kWh として計算 
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 具体的施策 
今回の計画では、脱炭素社会の実現を目指して、プラスチック資源循環の取組等を進めてい

き、温室効果ガスを削減していくことが重要ですので、脱炭素化に関連する施策について、

【脱】のマークで明確化しました。また、本計画に位置付けられる取組すべてが最終的には「エ

コ暮らし」へつながっていくものですが、特に「エコ暮らし」なライフスタイルへの転換につな

がる重要な取組には＜エコ＞マークをつけて明確化するとともに、安定的な廃棄物処理事業を推

進していくために効果の大きな施策等は重点施策として【重】マークを、定性的な指標の達成に

向けた取組には（指）マークを付け明確化しています。 
なお、行動計画の目標等に大きく寄与する施策については、原則として、計画の中間期に取組

状況を踏まえた課題整理を行い、取組の改善を図ります。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

・脱炭素………脱炭素化に向けた施策 
・エコ暮らし…特に「エコ暮らし」なライフスタイルへの転換につながる施策 
・重点施策……基本計画の基本方針をより明確化し、「エコ暮らし」や安定的な廃棄物処理を推

進していくために効果の大きな施策  
・定性的指標…目標値では評価できない廃棄物行政を取り巻く諸課題に即した質の高い市民サー

ビスの提供を推進していくため、目指すべき到達点としての指標に関連する施策 
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市民・事業者・行政が協働・連携して、これまでのライフスタイルを見直し、環境配慮行動

「エコ暮らし」の実践に取り組めるように、環境教育・環境学習の場を提供するとともに、情報

共有が確実に図られるよう、新たな仕組みづくりに取り組み、地球環境に配慮した生活を送る

「環境市民」を目指します。 
 

基本施策Ⅰ(1)環境教育・環境学習の推進  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①幼児・低年齢層への

普及促進 
【重】〈エコ〉 

○（社）川崎市幼稚園協会と連携しプログラム（冊子）等を幼稚

園に配布し教材としての活用を図ります。 
○保育園において、ごみの減量・リサイクルの体験学習などを行

う「ふれあい出張講座」により、環境教育・環境学習を実施し

ます。 
○環境意識の芽生えと家庭への波及を目指し、廃棄物分野におけ

る取組事例の紹介を行うなど内容の充実を図り、主に小学 4 年

生を対象としたごみの減量・リサイクルの体験学習などを行う

「出前ごみスクール」の充実を図ります。 
○市内公立・私立小学校教師を対象とした副読本及び市立小中学

校や特別支援学校の生徒を対象とした環境副読本を作成し、環

境教育用教材の充実を図ります。 

●幼稚園協会等と連携した、環境教育の普及促進 
 
 
 
●出前ごみスクールの充実  
 
 
 
 
●環境教育用教材の充実 

②ICT を活用した環境

教育・環境学習の充実 
【重】 

○新型コロナウィルス感染症の対策や、GIGA スクール構想への

対応に向けて副読本のデジタル化等 ICT を活用した手法を検討

します。 
○市民への普及啓発の手段として、ICT を活用したコンテンツの

作成や、企業等と連携して作成したコンテンツを活用し、市民

の環境学習機会を創出します。 

●ICT を活用した手法の検討 
 
 
●関係機関と連携した普及啓発 
 

③多様な市民への普及

促進 
【重】〈エコ〉 

○廃棄物分野における取組事例やごみ処理に係る経費を紹介する

など、町内会・自治会等の会合や各種イベントにおいて、ごみ

の減量・リサイクルの体験学習などを行う「ふれあい出張講

座」や、大学と連携した講座の実施など、若者、高齢者等、多

様な市民の関心に合わせ、ターゲットを絞った環境教育・環境

学習を実施します。 

●ふれあい出張講座の充実 
 

④普及啓発拠点等を活

用した啓発活動の充実 
【脱】〈エコ〉 

○王禅寺エコ暮らし環境館やかわさきエコ暮らし未来館、ＣＣか

わさき交流コーナー、環境総合研究所などにおいて、資源循

環・脱炭素・自然共生など、総合的な環境学習ができる普及啓

発拠点などを活用し、３Ｒに対する意識啓発を図ります。 

●普及啓発拠点等を活用した総合的な環境学習の

推進  

⑤イベント等に関する

啓発活動の充実 
（指）〈エコ〉 

○市民、廃棄物減量指導員、事業者を対象にした講演会を開催す

るとともに、原則として、毎月３日に設定している「３Ｒ推進

デー」を活用してＰＲ活動を行ったり、市民祭りをはじめとし

た各種イベント等に出展し、３Ｒに係る啓発活動を実施しま

す。 
○各種イベント等において、食品ロス削減に関する啓発やマイボ

トルなどの利用促進を呼びかけるとともに、配布する啓発品に

ついてはプラスチック代替品を積極的に活用しＰＲします。 
○水環境保全のための啓発イベント等の開催を通じて、プラスチ

ック資源循環に関する啓発を実施します。 
○市内イベントにおけるエコ暮らしを広めるため、リユース食器

の利用の仕方等の環境配慮の取組をまとめたイベントマニュア

ルを作成します。 

●イベント等での啓発活動の充実  
 
 
 
●マイボトル等の利用促進及び PR 
 
 
●イベント等を活用した「エコ暮らし」の発信 
 
●イベントマニュアル作成・普及 

 

  

基本施策Ⅰ 「環境市民」をめざした取組 
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基本施策Ⅰ(2)情報共有の推進  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①多様な媒体を活用し

た情報提供 
【重】〈エコ〉 

○資源物とごみの分別ルールや、プラスチック資源循環や食品ロ

ス削減、災害発生時の分別方法等、廃棄物関連情報のほか、市

民団体等の活動内容、取組の紹介など、様々な情報を、市ホー

ムページや、スマートフォンアプリ、SNS、地域情報誌、３Ｒ

ニュース、公共施設等のデジタルサイネージなど、多様な媒体

を活用して情報発信し、３Ｒに対する意識啓発を図ります。 

●多様な媒体を活用した情報発信 

②多様な市民に向けた

資源物とごみの分け

方・出し方の効果的な

情報提供 
【重】〈エコ〉 

○大学と連携して開発した資源物とごみの分別アプリを活用し、

日々の分別の仕方のほか、分別に関する豆知識や災害時の分別

等、幅広くきめ細かな情報提供を実施し、若年層を中心とした

３Ｒに対する意識啓発を図ります。 
○150 万人を超える多様な市民に向け、年齢、国籍などにかかわ

らず、誰もがわかりやすく分別ルール等を理解できるようリー

フレットなどを作成するとともに、関係機関等と連携し、転入

等の節目に効果的な広報を実施するなど、若年層や高齢者、外

国人等への普及啓発の充実を図ります。 

●資源物とごみの分別アプリの普及  
 
●「資源物とごみの分け方・出し方」などの更新 

 
●市内転入者への分別ルール等普及啓発 

③災害発生時の分別方

法の周知 
【重】（指） 

○災害発生時は、通常の体制でのごみ収集が行えないことが想定

されるため、災害時の分別方法などについてわかりやすくまと

めた冊子を活用し、平常時から市民等に周知を図ります。 

●災害発生時の分別方法の周知 
 
●リーフレットの普及 

 

基本施策Ⅰ(3)市民参加の促進  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①廃棄物減量指導員等

との連携強化 
【重】〈エコ〉 

○廃棄物減量指導員連絡協議会等を通じた勉強会・施設見学会や

情報交換を行うとともに、３Ｒ推進デーなど様々な機会を捉え

て、廃棄物減量指導員や生活環境事業所、関係機関等との連携

強化を図ります。 
 

●廃棄物減量指導員等との連携 

②地域環境リーダーの

育成 
〈エコ〉 

○地域や職場で環境保全活動や環境配慮行動を率先して行うこと

のできる人材の育成を目的として、３Ｒを含めた必要な知識や

技術を習得するための講座を開催します。 
 

●地域環境リーダー育成講座の実施 

③ごみゼロカフェなど

市民参加の取組の推進 
【重】〈エコ〉 

○ごみ問題に関心のある様々な年代の市民や事業者など多様な主

体が参加し、様々な意見交換を行う「ごみゼロカフェ」で出さ

れた意見について、広く市民等へ発信し、エコ暮らしの普及を

図ります。 

●ごみゼロカフェの開催  
 

④環境功労者の表彰 
〈エコ〉 

○地域環境の向上等に顕著な功績のあった個人・団体を表彰する

とともに、その活動等について広く情報発信します。 
●環境功労者表彰の実施  
 

 

 

 

 

 

より一層のごみの減量化・資源化を図るために、市民・事業者・行政が一体となり、それぞれ

の主体ごとに、まずはごみの発生抑制（リデュース・リユース）に重点を置きます。やむを得ず

排出されるごみの中で、資源化できるものは、リサイクルすることの習慣化を目指します。 
 
 

基本施策Ⅱ ごみの減量化・資源化に向けた取組 

　50



  第２章 第３期行動計画 具体的施策 

- 43 - 

基本施策Ⅱ(1)家庭系ごみの減量化・資源化  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①分別率向上・減量化

に向けた取組の推進 
【脱】【重】〈エコ〉 

○ミックスペーパー・プラスチック製容器包装の６割以上が分別

されずに焼却されているなど、資源物の普通ごみへの混入が見

受けられることから、広報内容の変更など分別率向上に向けた

対応強化を図ります。 
○ごみ減量・リサイクルの推進に向け、廃棄物減量指導員をはじ

め、地域と連携してごみ排出ルールの徹底を図るとともに、ナ

ッジ（行動科学に基づく手法）を活用した取組を進めます。 

●広報内容の変更及び実施 
 
●地域と連携したごみ排出ルールの徹底 
 
●ナッジを活用した取組の検討・実施 

②製品の適正包装の推

進 
【脱】【重】〈エコ〉 

○市内の大手スーパー、百貨店、商店街等に対し、製品の適正包

装及びレジ袋削減の推進に向けた協力を要請するとともに、マ

イバッグの利用促進など、市民・事業者・行政の協働や創意工

夫による様々な手法を通じてワンウェイプラスチック等を削減

し、環境配慮型ライフスタイルの確立を図ります。 

●製品の適正包装及びレジ袋削減の推進  
 
●事業者と協働した取組の検討・実施 

③拠点回収・店頭回収

の推進 
【重】【脱】〈エコ〉 

○市民の利便性の向上を図り、資源化を図るため、資源物等の店

頭回収や拠点回収を引き続き推進します。 
○使用済小型電子機器等のリサイクルをはじめ、回収拠点や対象

物の把握を含め、資源化促進に向けた取組を進めます。 
○衣料品リサイクルについて、事業者と連携した店頭回収の取組

など、リサイクルルートの拡充に向けた検討を行います。 

●資源物等の拠点回収・店頭回収の推進 
 
●回収拠点や対象物の把握 
 
●事業者との連携の検討 

④資源集団回収事業の

充実 
【脱】【重】〈エコ〉 

○資源集団回収は、ごみの減量だけでなく費用対効果の面でも有

効な事業であるため、ごみの減量とリサイクルの推進に向け、

回収頻度・回収拠点等の増加、新規団体の登録促進、効果的な

広報活動による情報提供の充実など、活動の活性化と充実を図

るとともに、普通ごみへの混入対策を強化します。 

●回収頻度・回収場所の増加  
 
●新規団体の登録促進  
 
●効果的な広報活動による情報提供 

⑤プラスチックごみ削

減の推進 
【脱】【重】〈エコ〉 

○マイボトルの利用促進に向けた給水スポットの導入実証など、

市内におけるワンウェイプラスチック削減の取組を進めます。 
○処理センターのごみ組成調査を実施し、普通ごみや事業系ごみ

に含まれるプラスチックごみの排出状況を調査するとともに、

水環境中や下水処理過程におけるマイクロプラスチック量の実

態や市内からの発生状況の把握を進めます。 

●導入実証事業の推進 
 
 
●排出動向等調査実施 

⑥脱炭素モデル地区

「脱炭素アクションみ

ぞのくち」等を活用し

た取組の推進 
【脱】【重】〈エコ〉 

○脱炭素都市の身近な取組の具体像を示すショーケースである脱

炭素モデル地区「脱炭素アクションみぞのくち」を活用し、プ

ラスチック資源循環に係る先進的な取組を集中的に展開するこ

とで、ムーブメントを創出し、市民への環境意識の向上を図り

ます。 

●先進的な取組の検討・実施 

⑦プラスチック製品の

リサイクルの推進 
【脱】【重】〈エコ〉 

○家庭から排出されるプラスチック製品について、プラスチック

資源循環の観点から、容器包装リサイクルルートを活用したリ

サイクルの手法等について、国の動向を踏まえながら検討し、

実証事業の実施など、一部地域での先行実施に向け取組を進め

ます。 

●国の動向を踏まえたプラスチック資源循環の取

組 
 
●実証事業などの実施及び処理体制の検討 

 

基本施策Ⅱ(2)事業系ごみの減量化・資源化  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①３Ｒに取り組む店舗

等に係る認定制度の普

及 
【脱】〈エコ〉 

○３Ｒに取り組む店舗等（リユース・リサイクルショップ及びエ

コショップ）の認定制度について、市民の認知度向上、認定店

のメリット拡充など、制度の充実に向けた検討を進めます。 
 

●取組店舗の登録促進や認知度向上等に向けた取

組の実施 

②事業系ごみの減量化

等に向けた広報の充実

と指導の徹底 
【脱】〈エコ〉 

○事業系ごみを一定量以上排出する事業者を「多量・準多量排出

事業者」に認定し、事業系ごみの減量化・資源化に係る取組事

例等の広報の充実を図るとともに、きめ細かな指導を行うこと

により、事業系ごみのさらなる減量化・資源化を図ります。 
○事業系ごみの資源化手法等に係る広報を、市内全事業者を対象

に実施し、事業系ごみの減量化・資源化及び適正処理を一層推

進します。 

●多量・準多量排出事業者に対する広報・指導  
 
●市内全事業者を対象とした情報提供 

　51



第２章 第３期行動計画 具体的施策 

- 44 - 

③事業系資源物のリサ

イクルルートの推進 
【脱】【重】〈エコ〉 

○古紙類、剪定枝、食品廃棄物等の資源化を推進するため、事業

系一般廃棄物を資源物のリサイクルルートへと誘導します。 
○処理センターでの内容審査を強化するとともに、古紙類の資源

化手法や市内の古紙再生業者の紹介等を行うなど、事業者への

フォローアップを行います。 

●事業系ごみの資源化に向けた普及啓発  
 
●古紙類に係るリサイクルルートの推進 
 
●内容審査の強化  
 
●事業者へのフォローアップ 

 

基本施策Ⅱ(3)市の率先したごみの減量化・資源化  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①市庁舎等におけるご

み減量化運動の推進 
【脱】〈エコ〉 

○市民や事業者の模範となるよう、市庁舎等においてごみ減量化

運動を推進し、３Ｒと適正処理の周知徹底を図ります。 
○ペットボトルの会議での利用を原則禁止するなど、ワンウェイ

プラスチック削減に向けた取組を推進します。 
○市民や事業者に率先して、庁内の省エネやリサイクル、職員に

おけるマイバッグやマイボトルの持参など環境配慮の取組を推

進します。 
 

●市役所におけるごみ減量化運動の推進 
 
●エコオフィス管理システムの運営 

②グリーン購入の促進 
【脱】〈エコ〉 

○ごみの発生の少ない製品やリサイクル可能な製品、プラスチッ

ク等の代替品等、環境への負荷の少ない製品を積極的に購入し

利用する、グリーン購入の拡大に向けた取組を、全庁で取り組

みます。 

●各年度グリーン購入方針の策定及び取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 16 フードドライブってどこでやっているの？ 

 次の施設で、ご家庭で使いきれない食品の回収を行っています。お持ちいただいた食品

は、「フードバンクかわさき」等を通じて、食料を必要としている世帯等にお渡ししていま

す。なお、開庁時間等は施設によって異なりますので、事前にお問い合わせください。 

 

施設名 場所 電話番号 

フードドライブ窓口

（環境局減量推進課） 

川崎区宮本町１ 第３庁舎 16 階 044-200-2568 

川崎市地球温暖化防

止活動推進センター 

高津区溝の口 1-4-1 ノクティ 2 １１階 

高津市民館内 

044-813-1313 

ヨネッティー王禅寺 麻生区王禅寺 1321 044-951-3636 

川崎生活環境事業所 川崎区塩浜 4-11-9 044-266-5747 

中原生活環境事業所 中原区中丸子 155-1 044-411-9220 

宮前生活環境事業所 宮前区宮崎 172 044-866-9131 

多摩生活環境事業所 多摩区枡形 1-14-1 044-933-4111 
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基本施策Ⅱ(4)生ごみの減量化・資源化  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①３きり運動の推進 
【脱】【重】〈エコ〉 

○使いきり・食べきり・水きりのいわゆる「３きり」を中心とし

た取組について、食品ロスの削減や生ごみの減量化に向けた普

及啓発の充実を図ります。 
○食を通じた環境配慮行動の普及事業として地球においしい「エ

コ・クッキング」事業を、市内学校のＰＴＡ等を対象に実施し

ます。 

●普及啓発物の配布、ホームページの作成 
 
●エコ・クッキング講習会の実施 

②生ごみの減量化・リ

サイクルに係る取組の

推進 
【脱】【重】〈エコ〉 

○生ごみリサイクルについての知識や経験の豊富な方を「生ごみ

リサイクルリーダー」として認定し、地域や小学校等に派遣し

たり、教材等を活用するなどして、生ごみの減量化・リサイク

ルに関する普及啓発の充実を図るとともに、学習の場として、

生ごみの減量化やリサイクルについての講習会等を開催しま

す。 
○生ごみリサイクルに取り組んでいる市民、事業者、農業者等の

取組を広く紹介する交流会を市民団体と協働して開催します。 
○家庭系生ごみの減量化・リサイクルを推進するため、生ごみ処

理機等の購入に対する助成や、家庭から発生する調理残さ・食

べ残し等を堆肥化し有効活用する市民団体の活動への助成を行

うとともに、民間事業者等と連携して生ごみ堆肥による農作物

の栽培等を通じた食資源循環に取り組みます。 
○生ごみ処理機等を活用し、調理残さや食べ残しを資源化するな

ど、公共施設等での生ごみの減量化・リサイクルの取組を推進

します。 

●生ごみリサイクルリーダーの派遣による講習会

等の開催  
 
●生ごみリサイクル関係者の交流会開催  
 
●市民団体の生ごみリサイクルの活動助成 
 
●食資源循環等の取組 
 
●生ごみ処理機等の購入助成  

③学校給食における生

ごみリサイクルの推進 
【脱】〈エコ〉 

○給食の調理残さや食べ残しの飼料化など、生ごみのリサイクル

の取組を推進していきます。 
●給食残さの飼料化などの推進 

④家庭系食品ロス対策

等の推進 
【脱】【重】〈エコ〉 

○ごみ組成分析等の手法を通じて実態を把握し、食品ロス削減に

向けた取組を推進します。 
○食品ロス量を見える化するツールを作成し、配布するなどによ

り、家庭の食品ロス削減を推進していきます。 
○家庭で不要となったまだ食べられる食品について、市内で回収

のうえ連携するフードバンク団体を通じて必要な世帯や施設等

へ提供するフードドライブの取組の充実を図ります。 

●ごみ組成調査の実施 
 
●ツールの検討・作成 
 
●フードドライブの取組の推進 

⑤事業系食品ロス対策

等の推進 
【脱】【重】〈エコ〉 

○本来食べられるにもかかわらず廃棄されている、いわゆる「食

品ロス」の削減に向け、民間事業者と連携し、取組の充実を図

ります。 
○食品ロスの削減に向けて、食品ロス削減協力店への登録促進

や、市民の認知度向上に向けた取組を図ります。 
○食品廃棄物のリサイクル推進に向け、食品廃棄物を多く排出す

る多量排出事業者等の排出実態を把握するとともに、対象事業

者への普及啓発に向けた取組を強化します。 
○生ごみの減量化・資源化に向け、事業者向け生ごみ処理機等の

普及啓発を行います。 

●民間事業者と連携した「食品ロス」削減の取組

実施  
 
●食品廃棄物のリサイクルに向けた取組の推進 
 
●事業者向け生ごみ処理機等の普及啓発 
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資源物にならないごみを適正に処理するとともに、市民生活のライフラインと

して、2015(平成 27)年度から移行した３処理センター体制の安定的な運営を目指します。 
 

基本施策Ⅲ(1)安全・安心な処理体制の確立  

施策名 施策概要 
事業内容（第２期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①廃棄物処理技術の研

究と技能の継承 
○廃棄物処理技術に関する研究・調査等を行い、職員の知識・技

術を向上させるとともに、様々な機会を通じ、職員の技能の継

承を図っていきます。 

●職員の知識・技術の向上と技能の継承の推進 

②ごみ焼却灰（埋立

灰）及び埋立処分場の

適切な管理 

○浮島埋立処分場に埋立を行っているごみ焼却灰（埋立灰）につ

いては、安全・安心の観点から、放射線量等のモニタリングを

継続して行っていきます。 
○一時保管を行っているごみ焼却飛灰の処分については、コンテ

ナの維持管理を実施しながら、安全な処分を行っていきます。 

●モニタリングの実施  
 
●保管灰の処分 

③有害廃棄物・処理困

難物への取組 
【重】（指） 

○処理の困難性から現在市では収集しておらず、市民が自宅で保

管している有害廃棄物・処理困難物について、回収ルートや広

報手法等の検討を行います。 

●回収ルート及び広報手法等の検討・実施 

④廃棄物処理施設等の

補修・整備 
○廃棄物関連施設の多くは竣工から２０年が経過し、劣化が進行

していることから、設備の故障に伴うごみ処理の計画外停止が

生じないようにするため、安定稼動に向けて、計画的かつ適切

な補修、整備を実施し、施設の長寿命化を図ります。 

●安定稼動に向けた施設整備の実施 
●浮島処理センター基幹的整備工事 

⑤災害時における安

全・安心な廃棄物処理

体制の確保 
【重】（指） 

○災害時における安全・安心な廃棄物処理体制の確保に向けて、

タイムラインを活用した実効性のある備えを平時から行うとと

もに、協定を締結している関係事業者などとの連携強化を図

り、災害廃棄物等処理実施計画などの見直しを検討します。 
○国や県、近隣自治体と定期的に情報交換を行うなど、広域的な

連携にも取り組んでいきます。 

●必要に応じた計画等の見直し  
 
●関係機関・団体等との調整  
●計画的な施設整備 

 

基本施策Ⅲ(2)３処理センター体制の安定的な運営  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①安定的な処理体制の

運営 
【重】 

○３処理センター体制においても、効果的・効率的なごみの収

集・運搬・処理が行われるように、社会状況の変化等に的確に

対応するとともに、安定的な処理体制の運営に努めていきま

す。 
○廃棄物処理施設の長期的かつ安定的な稼働のための組織体制に

ついて検討します。 

●ごみ処理施設の安定稼働  
 
●長期的かつ安定的な施設稼働に向けた組織体制

の構築及び改善 

②橘処理センターの建

替 
【脱】【重】 

○「今後のごみ焼却処理施設の整備方針」に基づき、新たなごみ

焼却処理施設及びミックスペーパー資源化処理施設の令和５年

竣工に向けた準備を進めます。併せて、効率的・効果的な収集

処理体制の構築等を図ります。 

●建設工事等（令和５年度竣工） 
 
●収集体制の検討 

③堤根処理センターの

建替 
【脱】【重】 

○「今後のごみ焼却処理施設の整備方針」に基づき、堤根処理セ

ンターの建替えに向けた準備を進めます。 
●法的手続きの実施・解体撤去工事等 
 
●【関連】「Ⅱ(1)⑦ プラスチック製品のリサイ

クルの推進」 

④資源化処理施設の整

備等 
【脱】【重】 

○老朽化した南部リサイクルセンター等について、対応などを検

討します。 
●南部リサイクルセンター等の対応検討 
 
●浮島処理センターの対応検討 
 
●【関連】「Ⅱ(1)⑦ プラスチック製品のリサイ

クルの推進」 

基本施策Ⅲ 廃棄物処理体制の確立に向けた取組 
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基本施策Ⅲ(3)効果的・効率的な処理体制の構築  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①計画のフォローアッ

プ等 
○施策の効果や処理コストの分析による点検・評価等行いなが

ら、計画のフォローアップを実施するとともに、次期基本計画

の策定を行います。 

●第３期行動計画のフォローアップ等 

②効果的な経済手法の

研究 
○効果的・効率的な廃棄物処理体制の構築を図るとともに、事業

者や市民に対して効果的な経済的手法について、社会経済状況

や他都市の状況に注視しながら、調査・研究を進めます。 
○既存の手数料についても、随時、適正かどうか見直しを行いま

す。 

●経済的手法の調査・研究の実施  
 
●手数料見直しの検討 

③民間活力の導入を含

めた公共と民間の役割

分担の検討【重】 

○廃棄物処理事業における公共と民間の役割分担を整理しなが

ら、本市のごみ収集業務・ごみ焼却業務のあり方や執行体制に

ついて検討します。 
○普通ごみ等収集運搬業務については、川崎区、多摩区、麻生区

の大規模集合住宅等の一部地域において、民間委託を検討・実

施していきます。 

●民間活力の導入の検討 
 
 
●川崎区、多摩区、麻生区の大規模集合住宅等の

一部地域における民間委託の検討・実施 

 

 

 

 

廃棄物処理事業の基盤である生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努め、市民が、健康的で快適

な日々の生活が過ごせるよう、引き続き、安全・安心な生活環境づくりにしっかり取り組んでいき

ます。また、地域課題の解決に向けては、市民の理解と参加が不可欠であり、それは環境教育の実

践の場にもつながるため、市民・事業者・行政が協働して課題解決に取り組んでいきます。 
 

基本施策Ⅳ(1)まちの美化推進  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①まちの環境美化 
【重】〈エコ〉（指） 

○資源物やごみの排出状況が悪く散乱が目立つ集積所の周辺等に

ついて、啓発・指導を徹底するとともに、３Ｒ推進デー等を活

用し、廃棄物減量指導員や周辺住民と連携した集積所周辺等の

環境美化を図ります。 
○散乱ごみの清掃など、まちの環境美化の取組を進め、環境保全

と市民の意識啓発やモラルの向上を図ります。 
○情報技術の活用や地域活動団体と連携したまち美化の推進につ

いて検討を行います。 
○環境省の「プラスチック・スマート」キャンペーンに参加し本

市の各種美化活動の情報を発信したり、神奈川県の「かながわ

プラごみゼロ宣言」への参加など、関係機関等と連携して海洋

に流れるプラスチックごみ削減の取組を進めます。 

●集積所周辺等やまちの環境美化の推進 
 
 
●地域活動団体と連携したまち美化の取組の実施 
 
 
 
 
●関係機関と連携したまち美化の取組の実施 

②各種普及啓発キャン

ペーンの実施 
【重】〈エコ〉（指） 

○「ごみゼロの日」として 5 月 30 日に大規模キャンペーンを実

施するとともに、『環境衛生週間』行事の一環として、市内統

一美化活動と連動し、9 月 24 日から 10 月 1 日の間にも大規

模キャンペーンを実施します。 
○ポイ捨て禁止及び路上喫煙防止統一キャンペーンを関係部局や

区役所等と連携し、毎月各区の主要駅で啓発・清掃活動を実施

し、市民の３Ｒへの意識啓発やモラルの向上を図ります。 

●「ごみゼロの日」や「環境衛生週間」での大規

模キャンペーンの実施  
 
●ポイ捨て禁止・路上喫煙防止統一キャンペーン

の実施 

 

  

基本施策Ⅳ 健康的で快適な生活環境づくりの取組 
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基本施策Ⅳ(2)市民ニーズに対応した取組の推進  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①ごみ相談窓口の充実 

【重】〈エコ〉 
○市民に身近な区役所等で行っている「ごみ相談窓口」につい

て、相談業務等の充実に向けた体制の検討を行います。 
 

●ごみ相談窓口の充実に向けた検討及び取組 

②超高齢社会を見据え

たふれあい収集等の推

進 
【重】（指） 

○超高齢社会を見据え、自ら一定の場所までごみを持ち出すこと

のできない高齢者・障害者の方々に対し実施している「ふれあ

い収集」について、各地域の特性を踏まえながら、取組の強化

を図ります。 
○「認知症等行方不明 SOS ネットワーク」への参画など、区役所

や地域と連携した取組を推進します。 

●ふれあい収集の推進 
 
 
 
●区役所や地域等と連携した取組の推進 

③市民ニーズに対応し

たごみ収集 
○狭あい地域や交差点内などの集積所について、各地域の特性を

踏まえながら、効果的な収集を行います。 
 
○超高齢社会の到来など社会的状況の変化からニーズが高まって

いる「遺品整理や引越しなどに伴う一時多量ごみ」を適正に処

理していきます。 
○さらなる市民ニーズに対応したごみ収集手法について検討を行

います。 

●狭あい地域等における効果的な収集運搬の実施 

●一時多量ごみの取組の推進 
 
●市民ニーズに対応したごみ収集手法の検討及び

推進 

 

基本施策Ⅳ(3)不適正排出対策等の取組  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①不法投棄対策の実施 ○関係機関との連携を図りながら不法投棄への対応を行うととも

に、監視パトロールの実施や不法投棄防止用の看板、監視カメ

ラ等の設置により、不法投棄の未然防止及び環境改善を図って

いきます。 

●監視パトロールの実施  
 
●不法投棄の未然防止及び環境改善 

②不適正排出指導等の

徹底 
【重】 

○不適正排出事業者に対して、立入調査等の機会を通じ、適正排

出に向けた指導を行うことにより、事業者処理責任の徹底、及

び受益者負担に係る公平性の確保を図ります。 
○無許可の廃棄物回収業者の対策について検討します。 
○家庭から出るごみについても、普通ごみに資源物が混入してい

る場合、警告シール貼付と収集保留など対応を強化します。 
○分別の徹底に向けた効果的な手法について検討を行います。 

●不適正排出事業者に対する立入調査・指導の実

施 
 
●無許可の廃棄物回収業者に対する対策の検討  
 
●家庭ごみの分別徹底に向けた手法の検討・実施 

③持ち去り対策の強化 
【重】 

○資源物等の持ち去り防止を図るため、令和 4（2022）年度から

の関係条例の施行を踏まえ、制度の周知やパトロールの強化、

持ち去り行為者への指導などを適切に行います。 

●持ち去り対策の取組 

④搬入禁止物の混入防

止 
【重】 

○処理センターに搬入してはいけない産業廃棄物等の混入を防止

するとともに、３処理センター体制における、焼却処理施設の

より安定的な稼働の確保に向け、内容審査を充実し、監視・指

導を強化します。 

●内容審査の強化 
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廃棄物分野で、持続可能な社会を目指していくためには、「資源循環」は当然のことですが、

「脱炭素」・「自然共生」の視点も持った統合的な取組を行い、ごみの焼却に伴う熱回収を徹底

し、エネルギーを有効活用することで、温室効果ガスの削減に貢献するとともに、リデュース・

リユースなどのごみの発生抑制に取り組むことで天然資源の投入の抑制や埋立処分場の延命化を

目指します。また、地球温暖化に及ぼす影響が最も大きいＣＯ２の削減につながる、プラスチッ

ク製容器包装の分別排出をさらに徹底して焼却ごみの削減を図り、温室効果ガスの削減に取り組

んでいきます。 
 

基本施策Ⅴ(1)エネルギー資源の効果的な活用  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①廃棄物発電事業等の

余熱利用の推進 
【脱】【重】 

○処理センターで発電した電力のうち、余剰電力は売却して有効

利用を図るとともに、今後、建替えを行う処理センターにおい

て高効率な熱回収設備の導入に向けた調整を進め、廃棄物発電

事業の推進を図ります。 
○処理センターで発生した余熱について、隣接する余熱利用市民

施設での活用を行います。 
○整備事業を進めている橘処理センターについては、地震等の災

害時においてもごみ焼却処理を継続し、安定的な発電及び余熱

利用が行えるよう、施設の強靭化を図ります。 

●余剰電力の売却  
 
●建替えを行う処理センターの高効率な熱回収設

備の導入調整 
 
●余熱利用市民施設の運営 
 
●災害時においてもごみ焼却処理を継続し、安定

的な発電・余熱利用を行える橘処理センターの

建設 

②廃棄物発電の新たな

活用法の検討 
【脱】【重】 

○廃棄物発電を活用した自己託送など、エネルギーの地産地消に

向けた取組を進めます。 
○民間事業者との連携等、橘処理センターの竣工を見据えた廃棄

物発電の有効活用に取り組みます。 
○廃棄物発電を活用したＥＶごみ収集車等による廃棄物収集を行

います。 
 

●エネルギーの地産地消に向けた調査・研究 
 
●廃棄物発電を活用した電力の一括契約 
 
●廃棄物発電の有効活用 
 
●ＥＶごみ収集車等の導入による廃棄物収集の実

施 

③バイオマス資源の利

用促進に向けた調査・

研究 
【脱】 

○バイオマスとして注目される資源について、利用促進に向けた

調査研究を進めます。 
●バイオマス資源の利用促進に向けた調査・研究 
 

 

基本施策Ⅴ(2)脱炭素・自然共生をめざした資源の有効利用  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①様々な地域活動団体

等と連携した取組の推

進 

【脱】〈エコ〉 

○「資源循環」・「脱炭素」・「自然共生」など様々な地域活動

をしている方々や事業者等と情報共有を行い、様々な形で連携

ができるよう検討を行います。 

●様々な地域活動団体等との連携 

＜再掲＞  
【Ⅱ(1)①～⑦、(2)①～③、(3)①～②、(4)①～⑤、Ⅲ(2)②～③、Ⅴ(1)①～③、(2)①、(3)①～②、(4)①～②、④】 

 

 

基本施策Ⅴ 脱炭素社会・自然共生社会をめざした取組 
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基本施策Ⅴ(3)環境に配慮した処理体制の構築  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①環境にやさしい輸送

システムの構築 
【脱】 

○ハイブリッド収集車等の環境負荷低減車両の導入を推進しま

す。 
○圧縮中継施設の活用による輸送の効率化や、1995(平成７)年度

から全国に先駆けて導入した鉄道による廃棄物輸送を行うな

ど、環境にやさしい輸送システムの構築を図ります。 

●環境負荷低減車両の導入推進 
 
●ごみ圧縮中継施設の活用及び鉄道輸送の継続 

②環境マネジメントシ

ステムを活用した処理

センターの運営 
【脱】 

○環境マネジメントシステムを活用し、処理センターにおいて環

境に配慮した事業運営を行います。 
●環境マネジメントシステムの運用 
 
●運用改善に向けた検討・実施 

③埋立処分場延命化の

研究 
○現在、2053(令和 35)年度には一杯になると見込まれている埋立

処分場をさらに延命化するための方策について、ごみ焼却灰の

資源化など調査・研究を行います。 

●埋立処分場の延命化に向けた調査・研究 

 

基本施策Ⅴ(4)蓄積された環境技術等を活かした取組  

施策名 施策概要 
事業内容（第３期行動計画期間） 

令和 4（2022）～令和 7（2025) 
年度 

①環境に配慮した製品

の開発促進に向けた環

境づくり 
【脱】 

○事業者が環境に配慮した製品を開発し、その処理やリサイクル

に責任をもつシステムの確立に向け、関係自治体等と連携して

事業者や国に呼びかける等、取組を推進します。 

●国・事業者等への要望 

②環境産業との連携等 
【脱】 

○市民の環境意識の向上を図り、地域内循環を促進するため、川

崎市地球温暖化対策推進基本計画を踏まえながら環境産業との

連携を図るとともに、情報発信等を通じて環境産業の活性化を

図ります。 
○川崎エコタウンの取組を国内外に情報発信し、エコタウンへ国

内外から視察受け入れを行います。 
○使用済みプラスチック由来低炭素水素を活用した取組を進める

ため、水素利活用方策を検討します。 

●事業者等と連携した取組の推進  
 
●取組の情報発信 
 
●水素利活用方策の検討 

③国際貢献の推進 ○本市でこれまで培ってきた先進的な廃棄物処理の経験やノウハ

ウを活用し、国や事業者等と相互に連携しながら、ニーズのあ

る海外都市に対し廃棄物の適正処理やリサイクルに関する支援

を行います。 

●国際貢献の推進 

④低 CO2川崎ブラン

ドの推進 
【脱】〈エコ〉 

○ライフサイクル全体で二酸化炭素削減に貢献する製品等を認定

し、広く発信する「低 CO2川崎ブランド」を推進します。 
●低 CO２川崎ブランドの認定及び普及の推進 
 
●脱炭素化の時流に合わせた見直しの検討 
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 計画の推進・管理 

 計画の進⾏管理 
行動計画に位置付けられた取組が予定どおり実施されたかどうか、これによる成果が達成され

たかどうかについて、「計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Action)」の考え方に基づい

て、各取組について点検・評価を行い、計画の進行管理をします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 計画の進捗状況の公表 
基本計画及び行動計画の目標の進捗状況、基本計画で定めた指標による評価、行動計画の重 

点施策の成果など、行政が実施した評価結果については、学識経験者及び公募市民により構成 
される「環境審議会」に毎年報告するとともに、ホームページ等で公表します。 
 
 
 
 
 

図２-２ ＰＤＣＡサイクル 
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  ごみ処理の現状 
西暦（年度） 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

和暦（年度） H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

日数 （日） 365 365 366 365 365 365 366 365 365 

人口 （人） 1,327,011 1,342,262 1,369,239 1,390,270 1,409,558 1,425,512 1,430,773 1,439,164 1,448,196 

1 人 1 日あたりのごみ排

出量 （ｇ） 
1,211 1,221 1,178 1,110 1,069 1,041 1,044 1,021 1,006 

  

  

家庭系[道路清掃ごみ含

む] 
816 808 784 756 732 718 707 699 679 

事業系  395 413 394 354 337 323 337 322 327 

焼却ごみ （㌧） 461,435 463,131 449,776 428,225 420,517 412,712 401,893 392,926 377,363 

  

  

  

家庭系  315,753 316,220 309,169 303,309 300,212 296,368 278,553 275,587 258,810 

事業系  145,021 146,211 139,880 124,278 119,719 115,829 122,899 116,889 118,129 

道路清掃ごみ 661 700 727 638 586 515 441 450 424 

資源化量 （㌧） 124,900 134,675 140,468 134,725 129,351 128,664 144,685 143,054 154,299 

  
  

家庭系  78,737 78,711 82,805 79,252 75,816 76,196 91,236 90,715 99,472 

事業系  46,163 55,964 57,663 55,473 53,535 52,468 53,449 52,339 54,827 

総排出量 （㌧） 586,578 598,039 590,499 563,199 550,115 541,648 546,873 536,225 531,949 

※ 乾電池の量については、表示を省略 

  将来予測（第３期⾏動計画） 

 
基本計画 

基準年度 
実績 

第３期 

基準年度 
第３期行動計画期間（将来予測） 

西暦（年度） 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025  

和暦（年度） H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R4 R5 R6 R7 

日数 （日） 365 366 365 365 365 366 365 365 366 365 365 

人口 （人） 1,461,043 1,475,213 1,489,477 1,503,690 1,516,483 1,530,457 1,539,081 1,555,649 1,563,932 1,572,216 1,580,500  

1 人 1 日あたりのご

み排出量 （ｇ） 
998 976 947 933 916 905 901 898 887 880 873 

  

  

家庭系 660 652 635 625 612 606 630 617 609 604 599 

事業系  338 324 312 308 304 299 271 281 278 276 274 

焼却ごみ （㌧） 370,849 371,270 366,016 359,169 356,233 356,044 357,662 352,600 345,000 337,500 329,900  

  

  

  

家庭系  249,626 251,273 249,303 249,632 248,295 250,239 262,744 253,100 248,400 243,900 239,200  

事業系  120,819 119,547 116,333 109,208 107,616 105,486 94,918 99,500 96,600 93,600 90,700  

道路清掃ごみ 404 450 380 329 322 319 - - - - - 

資源化量 （㌧） 161,541 155,552 148,983 153,125 150,678 150,991 148,595 157,300 162,500 167,400 173,500  

 家庭系  102,298 100,021 95,524 93,129 90,142 88,758 91,388 97,300 100,000 102,500 106,100  

事業系  59,243 55,531 53,459 59,996 60,536 62,233 57,207 60,000 62,500 64,900 67,400  

プラスチック製容器包装分別率 34.4% 36.8% 35.6% 35.8% 35.8% 35.8% 37.8% 39.7% 40.6% 41.6% 45.0%  

総排出量 （㌧） 532,390 526,822 514,999 512,294 506,911 507,035 506,257 509,900 507,500 504,900 503,400  

※ 令和 2（2020）年度から、道路清掃ごみは他部署への事業移管により、事業系焼却ごみに含まれています。 

 

目標１ 

目標２ 

目標３ 
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１ 意見募集の期間 

   令和３年１1 月２６日（金）～令和３年 12 月 2７日（月） 

※ 郵送の場合は当日消印有効です。 

※ 持参の場合は午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）にお持ち

ください。 

 

２ 資料の閲覧場所 

 （１）環境局生活環境部廃棄物政策担当（川崎市役所第３庁舎１５階） 

（２）各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館 

 （３）各生活環境事業所及び各処理センター 

（４）情報プラザ（川崎市役所第３庁舎２階） 

※ 川崎市ホームページでも内容を御覧いただけます。 

 

３ 意見の提出方法 

   題名、氏名（団体の場合は、名称及び代表者の氏名）及び連絡先（電話番号、メールアドレス又は住

所）を明記の上、御意見を添えて、次のいずれかの方法により御提出ください。 

（1）電子メール 

    川崎市ホームページのパブリックコメント専用ページから所定の方式により送信してください。 

（2）郵送・持参 

    〒210-８５７７ 川崎市川崎区宮本町１ 

    川崎市環境局生活環境部廃棄物政策担当あて（川崎市役所第３庁舎１５階） 

（3）ファクシミリ 

FAX 番号 044-200-3923（環境局生活環境部廃棄物政策担当） 

 

≪留意事項≫ 

  ・御意見に対する個別回答はいたしませんので、ご了承ください。 

  ・記載いただきました個人情報については、提出された御意見の内容を確認する場合に利用します。 

また、個人情報は川崎市個人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理されます。 

 ・御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。 

 ・電話や来庁による口頭での御意見は受付しておりませんので、御了承ください。 

 

４ その他 

  お寄せいただいた御意見の内容とそれに対する市の考え方と対応について取りまとめを行い、令和

４年３月頃にホームページで公表します。 

 

５ 問い合わせ先 

   環境局生活環境部廃棄物政策担当 

   電話 044-200-2558 ／FAX 044-200-3923 

 

川崎市では、平成２８～令和７年度を計画期間とした、川崎市一般廃棄物処理基本計画を定めていま

す。計画の実効性を確保するため、２～４年を計画期間とした行動計画を定めることとしており、第２

期行動計画の計画期間が令和３年度までであることから、令和４年度を始期とする「川崎市一般廃棄物

処理基本計画第３期行動計画（案）」を取りまとめましたので、皆様からの御意見を募集いたします。 
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意 見 書 
  『川崎市一般廃棄物処理基本計画第３期行動計画』（案）について 

 

 ＦＡＸ番号  

 

令和 年 月 日 枚数   枚(本紙を含む) 

 

・ お寄せいただいた御意見に対する個別回答はいたしませんので御了承ください。 

・ 記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は川崎

市個人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理されます。 

・ 御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。 

提 出 先 

部署名 川崎市環境局生活環境部廃棄物政策担当 

電話番号 044- 200 – 2558 ＦＡＸ番号 044- 200 – 3923 

住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１（川崎市役所第3庁舎15階） 
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